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第２回定例会議事日程（第２号） 

 

第１ 一般質問 

  東 育代君 

   １．生理用品の配布について 

    （１）生理の貧困という言葉の広がりとともに、県内でも自治体や民間団体が支援に動き

出している。市内にある公共施設の女子トイレ等に生理用品の配置は考えられない

か伺う。 

      （市役所串木野庁舎、市来庁舎、総合体育館、アクアホールなど） 

    （２）市内公立小中学校の女子トイレ等に生理用品の配置は考えられないか。 

   ２．市内公立中学校のＩＣＴ活用について 

    （１）市内の公立小中学校では、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、自宅待機

や学校休業などの措置が取られた。既に一人一台のタブレット整備がなされている

が、オンライン授業はなぜ実施されなかったのか。 

    （２）文部科学省は、学校休業によりやむを得ず登校できない児童生徒に対し、ＧＩＧＡ

スクール構想で整備した情報端末を持ち帰り、自宅などから朝の会などの集団活動

に参加できるようにすることを求めているが、本市の現状と今後の取組を伺う。 

  松崎幹夫君 

   １．人口増、人口維持の取組について 

    （１）今後の取組を市長はどのように考えているか。 

    （２）麓地区の整備が進み、今後は市として転入促進のためのアピールに繋げていくこと

が重要と考えるが、新たな取組などは考えていないのか。 

   ２．ごみ収集の在り方について 

    （１）他地域や市外から粗大ごみの持ち込みがあるようだが、現状及び対応策について伺

う。 

    （２）各ごみステーションにおいて、粗大ごみの中での可燃物と不燃物を分けて回収する

方が、効率的で経費節減に繋がると考えるがいかがか。 

    （３）全てのごみ収集について、公民館未加入者への対応はどのようか。 

    （４）環境センターへごみを持ち込む際の市民であることの確認について伺う。 

  中里純人君 

   １．子育て支援について 

    （１）子育て支援の具体的施策について伺う。 

    （２）子育て世代包括支援センターについて伺う。 

    （３）子育て支援センターの利用促進について伺う。 

    （４）産後ケアについて伺う。 

    （５）育児休暇について伺う。 

    （６）不妊治療について伺う。 

   ２．教育行政について 

    （１）先生方の授業準備のための時間は十分確保できているのか。 

    （２）ＩＣＴ教育について 

       ①タブレット授業は、１週間に何時間、どの教科でどのように使われているのか。 

       ②タブレット等の使用で学校間の格差はないのか。 

       ③ＩＣＴ支援のための教材等の導入について伺う。 

       ④持ち帰り学習の準備はできているのか。 

       ⑤リモート授業について伺う。 

       ⑥健康問題について伺う。 
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――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第２号（３月４日）（金曜） 

 

 出席議員  １６名 

     １番  西 田 憲 智 君       ９番  大六野 一 美 君 

     ２番  田 畑 和 彦 君      １０番  東   育 代 君 

     ３番  高 木 章 次 君      １１番  中 里 純 人 君 

     ４番  江 口 祥 子 君      １２番  竹之内   勉 君 

     ５番  吉 留 良 三 君      １３番  下迫田 良 信 君 

     ６番  松 崎 幹 夫 君      １４番  原 口 政 敏 君 

     ７番  田 中 和 矢 君      １５番  福 田 清 宏 君 

     ８番  中 村 敏 彦 君      １６番  濵 田   尚 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員   なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  岡 田 錦 也 君   主       査  福 谷 和 也 君 

補       佐  石 元 謙 吾 君   主       任  橋之口 健 志 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  中 屋 謙 治 君   教 育 総 務 課 長  瀬 川   大 君 

副   市   長  出 水 喜三彦 君   消   防   長  平 石   剛 君 

教   育   長  相 良 一 洋 君   福 祉 課 長  久木田   聡 君 

総 務 課 長  山 﨑 達 治 君   学 校 教 育 課 長  藏 薗 孝 一 君 

企 画 政 策 課 長  北 山   修 君   市 民 生 活 課 長  久 保 さおり 君 

財 政 課 長  宮 口 吉 次 君   子どもみらい課長  立 野 美恵子 君 

市 来 支 所 長  橋 口 昭 彦 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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令和４年３月４日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（濵田 尚君） これから本日の会議を開き

ます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（濵田 尚君） 日程第１、一般質問を行い

ます。 

 これより、通告順により、順次、質問を許します。 

 まず、東育代議員の発言を許します。 

   ［10番東 育代君登壇］ 

○10番（東 育代君） おはようございます。私は、

先に通告いたしました２件について質問をし、市長

の見解をお伺いいたします。 

 平和の祭典である冬季パラリンピック北京大会が

本日開幕します。第24回冬季オリンピックが２月20

日に閉幕しましたが、カーリング女子の笑顔のプレ

ーは、ルールをよく知らない私でしたが、テレビに

くぎづけで応援をいたしました。どんな感動のプレ

ーが見られるのか、とても楽しみでございます。 

 しかし、一方では、ロシアによるウクライナ侵攻

が始まったとのニュースを聞いてびっくりしており

ます。「失った物や建物は再建できるが、失った人

の命は取り戻せない」と訴える女性の声に、胸が痛

くなりました。 

 さて、長引く新型コロナウイルスの感染拡大の影

響を受け、本市でも市民生活や経済活動に大きな影

響が出ています。 

 １月25日の「記者の目」に、「生理の貧困という

言葉の広がりとともに、鹿児島県内でも自治体や民

間団体が支援に動き出した」とあり、薩摩川内市の

生理用品の無償配布の紹介記事がありました。 

 早速、ＳＳプラザの男女共同参画の窓口に行って、

お話を伺ってまいりました。受け取りに来た人への

支援相談窓口の紹介などのつなぎの取組のお話をお

聞きしました。 

 「経済的理由などで生理用品が十分手に入らない

生理の貧困について、県は初のウェブアンケート結

果を公表した」とありました。近隣の自治体では、

既に取組が始まっているようです。 

 トイレにトイレットペーパーが置いてあるように、

生理用品も女性にとって必需品であることを改めて

感じております。 

 そこで、生理用品の配布についての質問です。 

 初めに、本市における生理の貧困問題について、

市長の見解をお伺いいたします。具体的な質問は、

質問席から順次、お聞きしたいと思います。 

 以上で壇上からの質問を終わります。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） おはようございます。東育

代議員の御質問にお答えをいたします。 

 生理の貧困問題についてであります。 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴う雇用や就労へ

の影響が長期化する中、自営業者をはじめ、非正規

雇用やパート労働の方々で生活に困窮する世帯が増

えてきております。 

 こうした中、国においては、令和３年６月に女性

活躍・男女共同参画の重要方針2021を策定し、生理

の貧困は女性の健康や尊厳に関わる重要な課題とし

て、女性に寄り添った相談支援の一環として行う生

理用品の提供だけではなく、きめの細かい寄り添っ

た相談支援を行うための交付金を拡充したところで

ございます。 

 また、県においては、昨年９月に生理の貧困に関

するアンケート調査を行い、状況の把握と課題を整

理し、令和４年度に対策事業費として予算を計上し

て、市町村への支援及び普及啓発を予定していると

ころであるようです。 

 市といたしましては、こうした動きを踏まえ、単

に用品を配布するだけではなく、生活困窮者等への

相談支援の一環として生理用品を提供する形で取り

組んでまいりたいと考えております。 

○10番（東 育代君） ただいま市長に答弁をいた

だきました。 

 県のほうがウェブ調査を開始したということで、

今年度739万2,000円を計上しているということです。

市のほうも相談支援として生理用品だけではなくて

取り組むということですかね。生理用品の配布も一
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緒に取り組むというような考えでしょうか。 

○市長（中屋謙治君） ただいま壇上のほうで申し

上げたとおりでございます。 

 まず、国においては重点方針を定めて取り組んで

おります。 

 また、県においても先ほど説明したような形の取

組でございます。 

 こうした動きを受けて、私どもとしてはあくまで

も相談支援の一環という考え方。ですから、単に生

理用品を配るということではなくて、相談支援の一

環として生理用品を提供するという取組をしていけ

たらということでございます。 

○10番（東 育代君） ただいま市長に御答弁いた

だきました。 

 先日、私も学校にお伺いして、いろんな方にこの

件についてお話を伺ったときに、今市長が言われた

ように、生理用品についての認識というのがなかな

か、「困っている人がいるんですね。毎月お金がか

かるんですね。そうなんですか」ということを聞き

ました。そのようなことかなという思いがしており

ます。 

 「女性にとっては毎月そんなお金がかかるんです

か」と言われる先生もいらっしゃいましたけれども、

毎月必ず必要なんですよね。「毎月幾らぐらいです

か」と。人によってそれぞれですけれども、やっぱ

り毎月500円ぐらいかかるわけです。そこら辺のと

ころが一応認識として認知していただいたかなとい

うことで、一歩前進かなという思いもいたします。

これからの取組になると思いますが、少し細かく聞

いていきたいと思います。 

 先ほど市長も言われましたが、県が昨年秋に実施

した調査では、困っている人が3.4％、時々を含め

て困っている人は24.4％でありました。また、生理

用品が十分使えず心や体に不調を感じた人は67.7％

とあります。県は、結果を踏まえて、2020年度予算

に739万2,000円を計上して、市町村への無料配布を

支援とあります。 

 我が市では、今回、住民税非課税世帯に対する臨

時特別給付金事業が約5,000世帯と聞きました。も

ちろん非課税世帯4,400世帯と家計急変世帯が300世

帯という見込みでありますが、本市、大体１万

3,000世帯余りのうちの約5,000世帯。これは本当に

市民生活は厳しい状況であります。県の調査より厳

しいのかなあと。 

 昨年６月に、江口議員の一般質問の中で、「学校

や公共施設のトイレに市が生理用品を配備できない

か」では答弁がなかったようですので、改めてお聞

きしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○福祉課長（久木田 聡君） 公共施設の女子トイ

レ等への生理用品の配置についてであります。 

 市といたしましては、先ほど市長からありました

が、単に生理用品を配布するという形ではなく、生

活困窮者等への相談支援の一環として生理用品を提

供することを考えております。 

 そのことから、配布につきましては、公共施設の

トイレではなく、相談支援を行っている福祉課及び

あいびれっじでの提供を検討しております。 

 提供方法につきましては、衛生面を考慮し、カー

ド方式もしくはスマートフォンの画面を窓口の職員

に提示して用品をお渡しする形などを考えてまいり

たいと考えているところでございます。 

○10番（東 育代君） 今、課長に御答弁いただき

ましたが、想定内の答弁かなと思っております。 

 日置市と薩摩川内市が一番近い自治体ですので紹

介しますが、日置市ではもう今年度、各支所４か所、

図書館４か所、女性センター、ここら辺にもう生理

用品とカードを配布しています。 

 薩摩川内市にしましても、先ほどＳＳプラザを言

いましたが、男女共同センターとか図書館、各支所、

各分館などの11か所と聞いております。 

 このような取組がもう既にあるんですね。今から

ですよね、本市は。相談窓口があるところだけ。そ

れでいいのかなあと。一歩前進したのかなという思

いはしますが、もう既に、近隣の自治体ではそうい

う声を受けて動いているということです。 

 社会福祉協議会では食料支援の寄附を募っている

際に生理用品の寄附もあるようです。「窓口で必要

な方はもらっていかれますよ」とお聞きしてまいり

ました。 

 同僚議員の一般質問でも「民間からの寄附等で、
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生理用品を集めて配布できないか」とありました。

「社会福祉協議会が寄附を募っている中、生理用品

の提供もある。支援が必要な家庭に配布できるよう

にしていく予定です」と前回答弁がありましたが、

市の独自の取組として検討いただいたのでしょうか。 

○福祉課長（久木田 聡君） 支援が必要な家庭へ

の配布についてであります。 

 今ありました、昨年４月から社会福祉協議会で実

施している食料支援におきまして、寄附として企業

や市民から頂いた物資の中に生理用品も含まれてお

り、支援の申出があった家庭に持ち帰っていただい

ているところであります。 

 利用者数といたしましては、２月末現在、社会福

祉協議会で配布された方が10件程度、また、健康増

進センターに来られた方で、支援が必要な家庭に対

しまして社会福祉協議会のほうから分けていただき

ました方へ３件の利用があったところでございます。 

○10番（東 育代君） 答弁いただきましたが、市

としてはどうだったのかと。 

 これは社会福祉協議会が集めて、そして、健康増

進センターで困っている人がいたら社会福祉協議会

にもらいに行ったということですので、市のほうは

どうしたのかということをお聞きしたかったのです

が。 

○福祉課長（久木田 聡君） 現時点では、市のほ

うで独自予算等を設けて配布ということは行ってい

ないところでございます。 

○10番（東 育代君） そうですよね。前回、同僚

議員が一般質問されたその時期に、周辺の自治体で

はやはり同じような質問があって、すぐに対応され

たと聞いております。自治体によってはコロナ交付

金や地域女性活躍推進交付金などですぐに対応をし

たということです。 

 同僚議員の質問では、「令和３年度は５月で公募

期間が終了している。次回以降の活用について、実

施する団体を含めて研究していく」と答弁がありま

したが、その後、どうだったのでしょうか。 

○福祉課長（久木田 聡君） 地域女性活躍推進交

付金の活用についてであります。 

 この交付につきましては、今ありましたように、

昨年５月の公募締切り以降、３回の公募が行われま

したけれども、就労までつなげる相談支援員の雇用

や居場所の提供などの要件があり、使い勝手が悪い

ことから、現実、生理用品の配布を実施している県

内９市におきまして、現時点ではこの交付金は活用

されておりません。 

 市といたしましては、近隣の実施状況を考慮し、

活用しやすい財源を検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○10番（東 育代君） 答弁いただきました。です

よね。 

 近隣のということですが、近隣ではコロナ交付金

などを利用して、もう取組が始まりました。 

 先ほども薩摩川内市の例を申し上げましたが、公

共施設のトイレ、なかなか環境的に衛生的に物理的

に厳しいところではカードを置いてあって、窓口に

もらいに来ると。そのときに支援相談窓口の紹介に

もつながるような事業でございました。 

 カードですね。生理用品が必要な方。ここにかわ

いいカードがあるんですが、「生理用品が必要なあ

なたへ」とカードに書いてあります。これをトイレ

に置いてあります。「このカードを窓口の職員にお

見せください」、さらに、「お声に出さなくても大

丈夫ですよ」とあって、そして、問合せはどこどこ

市役所何々課と書いてあります。 

 日置市であっても同じように、このカードをトイ

レに置いてあります。そして、お問合せはどこどこ

ですよと、ちゃんと市役所の窓口紹介もあります。 

 県でも、経済的理由などで生理用品が十分入手で

きない生理の貧困についてのアンケート結果を受け

て、今回、対策事業費が計上されております。「市

町村による生理用品の無料配布を支援するほか、生

理の貧困問題の周知啓発を図るマニュアルなどを作

る」と新聞記事にありました。 

 生理の貧困は女性の問題ではありますが、女性だ

けの問題ではなく、男女共同参画の推進、ジェンダ

ー平等の視点からも重要であると思っております。 

 前回の同僚議員の質問の中でも、生活困窮者の手

に届く仕組みの導入や定期的な配布などの検討も求

められました。「いろんな会合等を利用して啓発活
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動をしていく」と答弁がございました。その後、ど

のように取り組まれたのでしょうか。お聞きします。 

○市長（中屋謙治君） 先ほど近隣市の取組という

ことで、図書館であったりとか、そういうことの例

をお話しいただきました。 

 私どもとしては、あくまでもただ単に用品をお渡

しをするということではなくて、生活困窮者、困っ

ている方々の困り事を相談をいただく一環という位

置づけで、生理用品の配布提供に取り組んでいきた

いと、このように思っているところです。 

 したがいまして、市内の各公共施設のトイレそれ

ぞれに置いていくというのはもうしばらく状況を見

ながら、取りあえずは市役所とあいびれっじにおい

て、生活困窮、困っている方々の相談の一環という

ことで、必要があれば生理用品を提供するというこ

とで取り組んでいきたいと思っているところです。 

 今、ジェンダー平等、あるいは男女共同参画とい

うお話がございました。 

 国において、先ほど申し上げたようなことでござ

います。重点方針ということで、新型コロナウイル

スの影響が長引く中、その影響が特に女性に強く表

れていると。経済的な理由で生理用品を購入できな

い方々がいらっしゃるということで、国のほうが重

点方針というものを定めまして、生活困窮の対応の

一環ということで示しております。 

 それから、県のほうにおいても先ほど申し上げた

ようなことでございます。 

 私は、この生理の貧困という問題、単に、今おっ

しゃいますように、経済的な理由だけではなくて、

社会的に弱い立場にある女性全般のということで、

健康であったり尊厳に関わる重要な課題であって、

男女共同参画の観点から様々取り組んでいかなけれ

ばならない、このように思っております。 

 今回、この生理用品の提供を一つのきっかけとし

て、女性の生活、健康、就労といった面で、共同参

画の視点も捉えながら取り組んでいければと思って

いるところです。 

○10番（東 育代君） ただいま市長に答弁いただ

きました。 

 目的はそこにあるわけですよね。そこに行くまで

の手段として、今、トイレにカードを置いてあって、

それがつながっていくというような取組でございま

す。本市は本当にそういう動きがあまり見えないと

いうことに歯がゆい思いをしております。 

 福祉のほうに、あるいは市来支所のほうに、ある

いは増進センターのほうに相談に来る。来れないん

ですよ。だから、貧困はあまり相談はないと取られ

ているんです。いろんな公共施設、いろんなところ

にカードを置いてあることによって、それが一つの

きっかけになるのではないかと考えております。そ

れを近隣の自治体はもうやっていますよと。そこか

ら次のステップにつながると私は思っております。 

 県のほうに事業費を組んでいただきました。県の

調査よりも本市は厳しいと思っております。生理の

貧困の現状把握ができなければ対応できないと思っ

ております。 

 市内にある公共施設のトイレ等に生理用品の配布。

できないです、トイレに。現実的には。薩摩川内市

であっても公共施設のトイレというのはたくさんあ

る中で、２か所しか現実には置いていないと。あと

はカードを置いてありました。それが窓口につなが

るというような取組ですので、そこを受けて、市内

にある公共施設、女子トイレ、生理用品の配布、あ

るいはカード、考えられないかということでお聞き

します。 

○市長（中屋謙治君） 今回、生理用品の提供とい

うのを一つのきっかけとして、生活困窮、こういう

ものにつなげていきたいということでございます。 

 現物を置くというのはなかなか衛生的な面で難し

かろうと。そういう意味でカードと。相談窓口に直

結するということで、今、福祉課につながるであろ

う串木野庁舎、それから、あいびれっじのほうの健

康増進センター、この２か所に取りあえずカードを

置かせていただいて、そして、これが我々が期待す

るようなそういうつながりになっていくのかどうか、

状況を見極めながら、今、御提案がありますような

ほかの公共施設のトイレと。これは次の段階で検討

させていただければと思っております。 

○10番（東 育代君） ２か所だけということです

ので、次の段階につなげるようにと。 
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 私はやっぱりそういうのを広報啓発、そこには２

か所じゃなくてあらゆるところに置くと。そして、

そこからつながっていくと思っております。そこだ

けにと限定されると、そこに行く人しかそれを目に

することができませんので、ぜひ今後検討していた

だきたいと思います。 

 次に、移ります。 

 市内公立小中学校の女子トイレ等に生理用品の配

布は考えられないかということです。 

 前回、この質問も同僚議員がなさいました。公共

施設とともに、小中学校のトイレに生理用品を配布

できないかということと、無償で提供している先進

地の取組の調査を質問なさいましたが、答弁では生

理用品の配布枚数の報告だけがありました。小学校

で何回、中学後で何回ということで、「生理の貧困

を理由にした児童生徒はいなかったが、父子家庭で

保健室に相談に来た例はあります」と答弁がありま

した。 

 ちょっと質問と答弁がかみ合わないように感じま

したので、そこで、江口議員と連名で、市内の公立

小中学校13校に、生理用ナプキンの無償配布の取組

に関する五つの調査をお願いいたしました。子ども

たちのために一生懸命取り組んでいただいている学

校現場の貴重な御意見や要望をお聞きすることがで

きましたので、その質問事項に基づいて、本市のお

考えを少しお聞きしていきます。 

 生理用ナプキンの保管方法や利用状況、配置場所

をお聞きしたところ、手洗い場の近くに、困ったと

きに使ってねと置いてあるところがありました。

「女子用トイレにお助けナプキンを置く場所ができ

れば、保健室に相談に来る勇気のない女子も助かる

のではないかと思っております」という御意見もあ

りました。 

 また、保護者の声としては、「保健室にもらいに

行く勇気がない児童生徒が多いので、置いてあると

助かると思う」とお聞きしております。特に、初経

を迎えた小学生、今は３年生ぐらいからですが、

「準備が間に合わないときは早退している」という

こともお聞きしております。 

 「トイレに置くのは衛生上困難」との意見も複数

ありましたが、できないことを前提にではなく、工

夫もしてほしいと思っております。いかがでしょう

か。 

○教育長（相良一洋君） 小中学校におけるトイレ

等への生理用品の配備についてでございます。 

 学校においては、児童生徒が生理に関する悩み等

について独りで抱え込まず、教職員が寄り添って対

応する必要がございます。今、初潮が３年生ぐらい

からということもございまして、なかなか小学生は

年齢幅がありますので、やはり学校の対応というの

が必要になろうかと思います。 

 現在、本市の小中学校では保健室内に生理用品を

配備して、養護教諭等が必要とする児童生徒に配布

をしております。養護教諭等が本当に児童生徒に寄

り添って、いろんな指導をしながら、そういう衛生

面のことも含めながら生理用品等を配布するという

ことで、家庭の悩み等を知る機会にもつながってい

ると私は思っております。 

 このようなことから、市の教育委員会としまして

は、現在のところ、トイレ等への生理用品の配備は

考えていないところでございます。 

 今後も引き続き、養護教諭等が児童生徒一人ひと

りの生理に関する悩み等を十分把握しながら解決で

きるようにするために、保健室での配布を進めてま

いりたいと思っているところです。 

○10番（東 育代君） 今、教育長から答弁いただ

きました。 

 そうですね。どこの学校も保健室に準備をしてあ

ります。 

 ただ、先ほど保護者の声を言いましたが、保健室

にもらいに行く勇気がない子どももいるということ

です。そして、現実には学校のほうでは生理の貧困

を理由にした児童生徒はいなかったということです

が、口に出せなかったと。出せない状況があるとい

うこともあります。現実には。 

 その辺を踏まえて、トイレに置くというのは衛生

上困難なことは分かりますが、保護者のそういう意

見もある。学校側の運営上もあります。両方を加味

したときに、何か工夫はできないのかなという思い

がしての質問でございます。 
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 二つ目に無償配布の取組についてもお聞きしまし

たが、「生徒が生理のことについて口にしにくい社

会が少しずつでも改善され、悩みや困り事を相談し

やすくなるきっかけになればいいと思う」「女性に

とっては切実な問題。保健室でも返却を求めており

ません」「この取組は必要なものである」「準備で

きなかったときや家庭の事情によって非常に助かり

ます」「一時的に配布しても根本的な解決にはなら

ない」というような御意見もありました。 

 学校への対応については、市内にある小中高の全

校が対象で、学校教育課を通してトイレに置くカー

ドや生理用品を配布していますという自治体もござ

います。準備できなかったときや家庭の事情で悩む

児童生徒がいないように、安心して学校生活を送れ

るような気配りも必要ではないかと思っております。 

 このカード。カードの取組。トイレに置いてある

ことで、口に出さなくても持っていけるのかなとい

う思いもしておりますが、いかがでしょうか。 

○教育長（相良一洋君） ただいま生理用品の学校

への無償配布についてございました。また、カード

ということもございましたけれども、現在、本市の

全小中学校においては、先ほど申しましたように、

児童生徒が生理用品をもらいに来た際に保健室で配

布をしております。 

 令和４年２月に、児童生徒の生理用品の必要枚数

に係る実態調査を実施いたしました。それによりま

すと、小学校44件、中学校40件、合計84件でした。

そのうち、経済的な困窮が原因で生理用品を購入す

ることができない児童生徒はいないということの報

告を受けております。また、市内全小中学校の養護

教諭が、現在学校で準備している生理用品の数で十

分対応できていると回答をしております。 

 このような学校の現状に鑑みて、現在のところは

市教育委員会としましては対応は考えていないとこ

ろであります。 

○10番（東 育代君） 対応を考えてないというこ

とです。困窮者はいないということですが、本当で

しょうかね。 

 本市には、要保護・準要保護の世帯、かなりの数

ですよね。見えない数があるのじゃないかと私は思

っております。 

 口には出せないですよ。先ほど言ったように。カ

ードがあれば、「口に出さなくていいですよ、ただ

黙って渡してください」というのを書いてあります。

これであればもらいに行けるかもしれない。保護者

の声はそういうこともあるわけです。実態は。もう

少し深く子どもたちのことを考えていただきたいな

と。 

 困っていない人はいないと思います。口に出せな

いだけだと思うのですが、いかがでしょうか。 

○教育長（相良一洋君） 今、公園とかいろんなと

ころでのカードの利用ということで、できるだけ子

どもたちの意見も取り入れたらどうかというような

こともございますので、このことについてはまたし

っかり検討していくことも必要かなということは考

えております。 

○10番（東 育代君） しっかり検討していくとい

うことですので、検討がきちっと子どもたちのため

に、身になるように取り組んでいただくことを期待

しております。 

 三つ目に、生理用品や後始末、生理痛、遅刻、早

退、欠席など、児童生徒からの相談などについても

お聞きしました。 

 この中で、「男性職員には伝えづらいと感じる生

徒が多い」「保健室での休養や欠席などの児童生徒

がいる」、一人ひとりに応じた相談活動や対応を心

がけている学校もあるようです。「きつい人は本当

にきついので、いつでも相談ができる保健室で休む

環境づくりはとても大切だと思いました」とほっと

するようなコメントもありました。 

 小規模校と大規模校では児童生徒との距離感が少

し違うのかなと感じております。先生方も多忙であ

ることは重々周知しておりますが、相談しやすい環

境づくりが必要なようですが、いかがでしょうか。 

○教育長（相良一洋君） 女子児童生徒一人ひとり

が相談しやすい環境づくりについてでございます。 

 各学校においては、毎日の健康観察等を通して児

童生徒の心身の状態の把握、定期的または状況に応

じたアンケートの実施、保健室のドアの開放、そう

いう話しやすい環境づくりなどの配慮としてはやっ
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ております。 

 また、スクールソーシャルワーカーやカウンセラ

ーによる教育相談、気になる児童生徒については全

職員で情報を共有して見守っていく、養護教諭や女

性職員による対応など、フォロー体制を整えており

ます。 

 今後も様々な悩みを抱える児童生徒一人ひとりに

対して、サインを見逃すことがないようにきめ細か

く対応していく、そういう体制づくりもまた進めて

いきたいと考えております。 

○10番（東 育代君） 御答弁いただきました。 

 一人ひとりのサインを見逃さないようにというこ

とですので、ぜひきめ細かく対応していただきたい

と。 

 四つ目に、学校での性教育の授業について、子ど

もたちや保護者の意見、学校現場の意見、要望につ

いて伺いました。 

 その中で、「外部講師の話は生徒の心や記憶に残

りやすいので活用したいが、講師料がかかることも

あって積極的には活用しづらい」「市が計画的に助

産師団体の命の授業プログラムを導入していただけ

るとありがたい」などの御意見もありましたが、い

かがでしょうか。 

○教育長（相良一洋君） 性に関する指導における

市の計画的な外部講師招聘についてでございますが、

性に関する指導においては、外部講師を招聘するこ

とはとても大切でありますけれども、何よりも大切

なことは、学校の教育活動全体で推進することが望

ましいと考えております。 

 そのためには、養護教諭等が保健体育や理科など

性に関する指導に直接関わって、直接関わりの深い

教科等の主任や生徒指導主任または保健主任等との

連携を図りながら、全校体制でまたは組織的な指導

ができるように進めていくことが重要であると考え

ております。 

 本市においては、学級担任と養護教諭によるチー

ムティーチングで実施をした性に関する指導の学習

内容を、学級だよりやブログ等で保護者へ周知して

いる学校等もございます。 

 市教育委員会としましては、まずはこのような組

織的な取組を市全体で広げていくことが、本市の性

に関する指導の充実を図っていくことになろうかと

考えております。 

 また、現在のところ、外部講師の派遣については、

本市では予算化はしておりませんけれども、学校に

おいては学校予算で講師を招聘している学校もござ

います。 

 令和元年度から令和３年度にかけては、学校が招

聘した主な講師は、助産師や保健師や大学の准教授、

または警察官などでございます。 

 外部講師の指導内容例を挙げますと、助産師には

受精から出産までの過程を講義していただいたり、

保健師には性感染症の予防について講義をしていた

だいたり、学校で様々な取組がなされております。 

○10番（東 育代君） ただいま答弁いただきまし

た。学校によってはチームティーチングの中できち

っとしていくということでございます。ここにもそ

ういう答えがあります。 

 ただ、先日の南日本新聞の「若い目」に、市来中

学校の２年生の投稿がありましたよね。「がん教育

を受けて」と。「今、生きていることがどれだけ幸

せなことなのか、今日の話で改めて考えることがで

きました」と最後に書いてありました。 

 やはり外部講師の話というのは生徒の心や記憶に

残りやすいと思うんですよね。その辺も、こういう

ふうに子どもたちを受け止めるということですので、

もちろん、いつも顔見知りの先生たちの話というの

は大事です。でも、刺激になるのではないかと思っ

ておりますので、ぜひ、お金がかかるかもしれませ

んが、かからない方法もあると思いますので、その

辺の取組はいかがでしょうか。 

○教育長（相良一洋君） いろんな対策の研修会等

でも性に関する取組については大変重要でございま

す。 

 今、東議員から、がん教育について市来中学校の

ことが述べられましたけれども、このようにして各

学校がいろんな機会を捉えて、また、県のほうから

も紹介がございます。そういう研修の機会を大いに

学校でも活用していただくように、管理職研修会、

教頭研修会での啓発を図っていきたいと考えており
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ます。 

○10番（東 育代君） ぜひ、いろんな角度から子

どもたちに刺激を与えるように、また、子どもたち

の心に残るような形で取り組んでいただきたいと思

います。 

 今回の調査を通じてそれぞれの学校の取組が見え

ました。２月28日のＮＨＫでも、昨年秋に実施した

県のウェブ調査のことが放送されておりました。生

理用品の入手困難で困っている人がいるんだという

こと、さらに、十分に使えずに心や体に不調を感じ

た人は67.7％とありました。 

 前回の同僚議員の質問に対しての答弁で、「本市

では、生理の貧困を理由にした児童生徒はいない」

と答弁がございましたが、本市の新年度の要保護・

準要保護世帯数の見込みでは、小学校300人、中学

校173人、合計473人とあります。全校生徒が1,900

人ぐらいですかね。これから見たら約25％ですよ。 

 必要な人が必要なときに生理用品が手に入るよう

な取組、生理で悩む児童生徒がいないように、学校

ではどのような対応がベターなのか、情報分析も必

要ではないでしょうか。校長会などで話題にしてい

ただきたいと思います。 

 市内公立小中学校の女子トイレ等への生理用品の

配布について、再度お聞きします。 

○教育長（相良一洋君） 生理用品等の貧困に伴う

校長会等での取組はどうかということでございます

けれども、生理の貧困問題対策への取組につきまし

ては、本当に女性にとっての生理の貧困というのは

切実な問題であると捉えております。 

 そこで、学校における生理の貧困問題等への対応

については、生理に関する相談しやすい環境づくり

や全校体制で組織的に行う性に関する指導の推進等

が重要であると考えておりますので、このように進

めていきたいと考えております。 

 そこで、市の教育委員会としましては、このこと

について校長研修会とかまたは養護教諭等の研修会、

あと、市の学校保健会、外部が入ってきますけれど、

これは医師会の会長も入っております。様々な場で

周知するとともに、各学校で適切な対応を図れるよ

うに今後進めてまいりますので、どうかよろしくお

願いしたいと思うところです。 

○10番（東 育代君） そうですね。そして、やは

りカードというのは一つの手段ですので、そういう

こともぜひ検討していただいて、本当に困っている

子どもたちがいないように取り組んでいただきたい

と思っております。 

 また、いただいた結果は後ほど、教育委員会のほ

うにお渡ししたいと思います。 

 次に、市内公立小中学校のＩＣＴ活用についての

質問に移ります。 

 市内の公立小中学校では、新型コロナウイルスの

感染拡大の影響を受けて、自宅待機や学校休業など

の措置が取られました。 

 既に１人１台のタブレット整備がなされておりま

すが、オンライン授業はなぜ実施されなかったのか

という質問でございます。 

 ２月21日に資料を頂きました。学校閉鎖、学年閉

鎖、学級閉鎖ということでありました。そのほかに

も陽性者や濃厚接触者などの児童生徒の欠席者が数

名いたようにお聞きしております。 

 学校としてのオンライン活用の現状を伺うととも

に、全ての児童生徒に対してオンライン授業がなぜ

実施されなかったのか、受験を控える中学３年生に

とっては、登校できないことに不安があったと思う。

タブレットを通じて学校とつながっているというこ

とで安心できたのではないでしょうか。伺います。 

○教育長（相良一洋君） オンライン授業の実施状

況についてでございます。 

 今年度、臨時休業や自宅待機等によりやむを得ず

登校できない児童生徒に対して、オンライン授業を

実施した学校が本市で８校ございました。 

 一方で、緊急下校など迅速な対応が迫られたため

に、オンライン授業について児童生徒へ事前説明や

事前指導の時間を十分に取ることができず、プリン

ト学習で対応した学校等もございます。 

 今後も、新型コロナウイルス感染症等に伴う学校

休業等の措置も考えられますので、今後の子どもた

ちの学業を止めないという観点から、オンライン授

業の活用については積極的に推進をしてまいりたい

と、そのように考えております。 
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○10番（東 育代君） ただいま答弁いただきまし

た。 

 私も学校のほうに行って、ちょっとお話を聞いて

まいりました。「中学校でオンライン授業は生徒が

楽しんで参加してくれました」と。「むしろ子ども

たちのほうが引っ張ってくれていたようでしたよ」

と、とても成果のあった学校もありました。 

 しかし、一方で、「呼びかけに参加してくれた生

徒のみが乗ってきた」と。「オンライン授業ではな

かった」と。「次に進むためのお試し」と捉えてい

るところもありました。 

 また、気になっていた３年生は、学級閉鎖があっ

たところですが、「高校入試前なので、自宅での受

験勉強に集中してもらうために、もうやりませんで

した」と、そういうこともありました。学校によっ

て様々であったように思います。 

 また、小学校では、「自宅への持ち帰りは原則禁

止となっていたことから、直前解除されても持ち帰

りは対応ができなかった」と。また、「自前のタブ

レットを利用した６年生の児童生徒は、１時間目か

ら全部の授業に参加していた子どももおりました」

ということもありました。自宅のですね。また、１

か所では、長く10日間休んでいるので、復学する前

に学校からタブレットを持っていって、「これで学

校と子どもたちとのやり取りをすることで、学校に

来たときにスムーズにできるという思いでお渡しし

ました」と。「子どもたちは楽しみました」という

ことでありました。様々でございました。 

 そこで、つながらなかった、参加しなかった児童

生徒への対応が今後の課題であるようです。いかが

でしょうか。 

○学校教育課長（藏薗孝一君） オンライン授業を

実施するための様々な今後の課題、そういったこと

ではないかと思います。 

 オンライン授業を実施するためにどのようなこと

が必要かということも含めてお答えいたします。 

 オンライン授業を実施するためには、まず、家庭

においてインターネット環境が整っていること、ま

た、オンライン授業の進め方や機器、ソフトの使い

方等に教師も児童生徒も慣れておくことが重要では

ないかと思います。 

 また、発達段階によっては緊張感や集中力を持続

させるといったことが難しく、特に小学校の低学年

等ですね、授業の進め方を工夫したり、集中できる

環境をつくることも重要であることから、保護者の

協力も必要不可欠ではないかと思われます。 

 このようなことを踏まえまして、本年度は、児童

生徒及び教職員がタブレット端末を活用した授業等

に慣れるということを重視し、これまで各種研修や

年次的なＩＣＴ機器の準備等を行ってきたところで

ございます。 

 来年度以降に向けて、さらにこのオンライン授業

の必要性が高まってくることが予想されますので、

準備を整えていきたいということで、今、進めてい

るところでございます。 

○10番（東 育代君） 今、課長から答弁いただき

ました。始まったばかりですので、課題をできるだ

け早く詰めていただきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 文部科学省では、学校休業によりやむを得ず登校

できない児童生徒に対し、ＧＩＧＡスクール構想で

整備した情報端末を持ち帰り、自宅などから朝の会

などの集団活動に参加できるようにすることを求め

ておりますが、本市の現状と今後の取組を伺います。 

○教育長（相良一洋君） ＧＩＧＡスクール構想で

整備した情報端末の持ち帰りについてでございます。 

 本年度においては、原則、通常時における情報端

末の持ち帰りは行っておりませんが、学校休業等の

緊急時においては、校長の判断で持ち帰りを許可し

ております。 

 また、本市では、タブレット等の利用等について、

２月にいちき串木野市教育用ＩＣＴ機器貸出実施要

綱をつくりました。そして、これに基づいて持ち帰

り時のタブレット端末活用の決まりを作成しており

ます。このことを各小中学校へ３月中に通知をする

予定にしております。 

 今後、学校に対しては、持ち帰りの本格的な運用

に向けて、児童生徒へ安心・安全に利用するための

ルールなどを指導するとともに、保護者からの理解

と協力を得られるように周知をしてまいりたいと考
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えているところです。 

○10番（東 育代君） 今、教育長のほうから答弁

がありました。 

 そうですね。ＩＣＴ教育の日常化を実現するため

の支援体制は十分なのか、また、持ち帰ったときの

ルールづくりやＷｉ－Ｆｉ環境の未整備家庭へどの

ような支援ができるのか、学校の実情に合わせたき

め細かな体制整備が求められるようです。全ての子

どもたちが平等に教育を受けられるように願ってお

ります。 

 アフターコロナ、コロナ後を見据え、ＩＣＴ活用

を活かした効果的な学校づくりや、登校できない児

童生徒や不登校傾向の児童生徒へのツールとしても

活用が広がることを期待しておりますが、いかがで

しょうか。 

○教育長（相良一洋君） できるだけ全ての子ども

たちの教育を止めないという考えの下において、こ

のＧＩＧＡスクール構想の中のタブレット端末の持

ち帰りとかそういうものをツールにしながら、子ど

もたちの教育に邁進してまいりたいと考えておりま

す。 

 本市で持ち帰りを許可した学校は現在５校ござい

ました。小学校で３校、中学校で２校です。学校長

のほうから、「ぜひ持ち帰らせて、また、学びを止

めないということでもありますので許可いただけま

せんか」という問合せもございまして、許可をして

いるところです。 

 そのようにして、十分配慮しながら今後も進めて

まいりたいと思います。 

○10番（東 育代君） 今後も全ての子どもたちが

ということですので、平等に教育を受けられるよう

な体制づくりに努めていただきたいと思います。特

に、Ｗｉ－Ｆｉ環境のないところをどうするのかと

いうことも含めた中で取り組んでいただきたいと思

います。 

 最後に、市長に再度お聞きします。 

 先日の新聞で、絶対的貧困と相対的貧困、２種類

があるということが載っておりました。「ＧＤＰが

高く、国は金持ちなのに、一般世帯の人々が生活必

需品を買えず、必要なサービスにアクセスできない

状態を相対的貧困」とあり、「現在の日本を指す」

とありました。ちなみに、絶対的貧困というのは終

戦後ということでございました。 

 「パソコンや携帯電話、洗濯機、冷蔵庫、エアコ

ンなど、家電がそろい、病気のときは受診ができる

ということが普通の暮らしだが、日本人の実に15.4

％は相対的貧困で、普通の暮らしができない」とあ

ります。 

 相対的貧困という観点から、生理の貧困問題やＷ

ｉ－Ｆｉの未設置家庭への対応など、本市が取り組

まなければならない課題は多いということがありま

す。 

 そこで、１番目の生理用品の配布について、また、

小中学校のＩＣＴ活用について、いま一度市長の見

解を求め、一般質問の全てを終わりたいと思います。 

○市長（中屋謙治君） これまで生理用品の関係、

それからＩＣＴの関係、縷々御議論をいただいたと

思っております。 

 先ほど答弁したとおりでございます。 

 今回、コロナをきっかけとして、生理の貧困をき

っかけとして、生活困窮が顕在化をしてきましたと

いうことであります。私どもとしては、困窮の相談

をすると、ただ単に物品を配るということではない

んですよと、目に見えない、表に出ていない生活に

困窮されている実態を把握したい、そして、その対

策を取りたいという、この一つのきっかけとして、

今回、生理用品を配置したいと思っております。 

 冒頭、議員のほうから「トイレにトイレットペー

パーがあるのが当たり前の時代になってきました」

とおっしゃいますように、女子トイレに生理用品が

置いてあるのが当たり前の時代というのがどういう

形なんだろうかと、ちょっと私は衛生の問題を含め

て具体的にイメージができないんですが、いずれに

しましても、今回、困っている方々に行政としてど

ういう寄り添い方ができるんだろうか、手を差し伸

べられるのだろうかと。その一環として、今回は生

理用品を、カード方式ですけれども、配置をするこ

とで次の改善につなげていきたい、このように思っ

ているところでございます。 

 ＩＣＴの関係は教育委員会のほうから答弁したと
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おりでございます。 

○10番（東 育代君） なかなか生理問題に関して

は市長に、あるいは男性の方々に理解してもらうの

は厳しいと思っておりますが、まずテーブルに載せ

たことが一番の成果であったように思います。 

 これからどのような形が本市にとって一番すばら

しい形になるのか、ぜひ動きが見える形で取り組ん

でいただきたいということを申し述べて、本日の一

般質問の全て終わりたいと思います。ありがとうご

ざいました。 

○議長（濵田 尚君） ここで換気のため５分間休

憩いたします。 

             休憩 午前10時55分 

             再開 午前11時01分 

○議長（濵田 尚君） それでは、再開します。 

 次に、松崎幹夫議員の発言を許します。 

   ［６番松崎幹夫君登壇］ 

○６番（松崎幹夫君） 私は通告に従いまして２件

のことについて質問をいたします。 

 初めに、人口増、人口維持の取組についてであり

ます。 

 本市の人口がみるみる減少しております。子ども

の世代もどんどん減少しております。 

 人を呼ぶことが喫緊の課題と考えておりますが、

市長が人口増の取組として、12月の一般質問の答弁

の中で、「人口が減っていく。町の規模が小さくな

っていく。これは止めようがない。これらを展望し

たときに、夢や希望を持ってもらう。町の規模、人

口規模は小さくなるかもしれないが、数の問題、量

の問題ではなく、豊かな質の問題だ」と。そして、

「人口を増やすためには、ほかの町と人口の奪い合

いをやっても意味がない」という、その言葉が頭か

ら離れません。 

 人口の流出をできるだけ止めることが課題であり

ます。魅力ある取組を気に入ってもらって、本市に

喜んで来ていただきたいが、気に入ってもらうため

には労力がかなり必要であります。 

 市長の考えを伺いまして、壇上からの質問といた

します。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 松崎幹夫議員の御質問にお

答えをいたします。 

 人口増、人口維持の取組ということでございます。 

 大変大事なこと、そして難しいことであろうかと

思っております。 

 我が国が人口減少社会に入ったのは2008年と言わ

れます。平成20年ですので、既に15年たとうとして

おります。 

 一方、一昨年、令和２年でありますが、生まれた

新生児は全国で84万人余りと。いわゆる団塊の世代

の新生児は260万人を超えております。これと比べ

ますと84万人余りで過去最少だそうです。さらに昨

年、令和３年でありますが、コロナの影響もあって

さらに減るのではなかろうかと言われております。 

 一方、国の推計によりますと、2040年、今から20

年弱であります。2040年には全国で毎年90万人ほど

の人口が減っていくという予測がされております。

言わば毎年政令指定都市が一つずつ減っていくとい

う、こういった急激な人口減少社会を我々は迎えよ

うとしているわけであります。 

 少子化の進行を主な要因として、日本全体が急激

な人口減少社会を迎える中で、今後の人口増、ある

いは人口維持を図っていくのは大変難しい、極めて

難しいかじ取りになろうかと思っております。 

 こうした厳しい状況下において、私は、人口減少

対策として、本市へのよそからの移住者・転入者を

増やすための補助金など、よその町との優遇策の競

い合い、人口の奪い合いというのは根本的な人口減

少対策なのかな、そうではないのではないかと、根

本的な人口減少対策とは言えないのではなかろうか

と思っております。 

 確かに部分的、あるいは表面上は効果が上がって

いるように見えますが、それでもこのことはほかの

分野への広がりはもとより、その効果は一時的、短

期的なものではないのか、短期的にすぎないと、私

はそう思っております。 

 したがって、日本全体で見ますと、一方が増えれ

ば一方が減るという、いわゆるゼロサムゲームとい

う言い方があります。決して生産的な取組ではない

と、私はこのように思っております。 
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 そして、こうした取組は、最終的には財政負担に

耐えられる、財政の豊かな町だけが勝ち残る、こう

いうことではなかろうかと思っております。 

 したがって、人口増、人口維持のために我々が取

り組むべきは、この人口減少社会、少子化の課題の

本質を捉えた少子化対策ではなかろうかと思ってお

ります。すなわち、よそからの転入者を増やす取組

に重点化するのではなく、我が町の出生者の数を増

やす、このことに尽きると私は思っております。 

 あわせて、このことは中長期的な取組となること

から、その効果が表れるまでには相応の時間がかか

るわけであります。我々はこのことをしっかりと覚

悟して地道に取り組んでいく、それが何より私は大

事だと、このように思っております。 

○６番（松崎幹夫君） 今、市長が言われました。

「今住んでいる子どもたちをなお一層増やす」と。

「外から受け入れる必要はない」と。 

 簡単に言えば、今、これだけ人口が減っている中

に、やっぱり外からの人口増を考えることが私は一

番であると思っています。そういう部分では魅力あ

る取組ということが一番重要であり、市民も職員も

魅力ある取組に対して一生懸命になって人口を増や

す、そういう思いを持つことが重要であると思いま

す。 

 人口増に対して魅力を持つ取組、市長が今で言え

る言葉といえば何でしょうか。魅力を持つ、人を呼

ぶ取組と今考えたときに何を考えますか。それをお

伺いいたします。 

○市長（中屋謙治君） 壇上から申し上げましたが、

私はよそからの転入、移住、よそから見て魅力があ

るというのは後の問題だと思っております。 

 今市内にいる人、今住んでいる人、この方々の幸

福度、満足度、これを上げるというのがまず大事で

はなかろうかと。同じエネルギーを使うのだったら

今市内にいる人、この方々の満足度を上げる。そし

て、それが蓄積されていって、最終的によそからの

と、順序はそういうことではなかろうかと私は思っ

ております。 

○６番（松崎幹夫君） 思い、見解の違いとしか思

わないのですが、今の人口は２万7,000人を切りま

した。その人口の中で子どもを増やすと。これだけ

学校の子どもたちも減ってきて、なお一層統廃合も

進む姿をどうしていかないといけないのかという状

況の中に、外からの人口を増やすという思いを市長

が持っていないのであれば、ここは違うのかなとの

思いです。 

 人口を増やすための魅力的な取組というのを考え

ていただきたい。そこがないことには、私の思いと

しては、市長の言葉に、市長のお姿に、市長の事業

に賛同するということはちょっと違うのかなと。 

 一緒になって本市のために、魅力ある取組につい

て一緒になって市外から人口を増やしましょう、一

緒になって頑張りましょうという姿がないと、今の

人口を豊かに、今住んでいる人たちを豊かにすると。

豊かにする前に人口は減っていきますよ。そこは違

うでしょうと。やっぱり外から人口を増やしていっ

た中に盛り上げていくというのが私は一番じゃない

のかなと思います。 

 市長の答えはまた一緒になってくると思いますが、

今生まれてきた子どもたちへの支援という部分は大

いに私は賛同いたします。 

 しかし、やっぱり外から人口を増やすということ

を考えないとそこは直っていかない。今２万7,000

人を切りました。もう先は見えてきていると思うん

ですよ。だから、人口を増やすことを考えていただ

きたいと思いますが、いま一度お言葉があればお願

いします。 

○市長（中屋謙治君） 議員がおっしゃる、魅力あ

るまちをつくって、そして、外から魅力あるまちだ

ということで転入、移住をしていただく、このこと

を否定するわけではありません。順序の問題です。

私が言っているのは。 

 今市内に住んでいる方、今市内で子育てをしてい

る方、この方々の満足度を上げるというのが大事じ

ゃなかろうかと。そうでないと、よそから優遇策に

引かれてといいましょうか、こういうことをきっか

けとして転入されても、早晩、この方々は長くいる

ということにはならないんじゃないかなと。 

 だから、まずは今ここに住んでいらっしゃる方々、

子育てをされている方々が、本当にここは子育てし
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やすいよ、生みやすいよ、そういう町だよと、そこ

をつくり上げる、そこがまず先だろうと思うんです。

そして、それが広がっていって、よその町から、や

はりいちき串木野は子育てしやすいまちだよねと、

女性に優しいまちだよねと、そういうことで転入が

増えると。 

 どちらかというと、我々は功を焦ってといいまし

ょうか、短期的な部分で足元をないがしろにして、

あるいはそこに十分目が届かずに、よそからの、外

からの移住・転入者を増やすためにどうするかとい

うことで、これまでいろんな補助金であったり優遇

策をやってきたのではなかろうかと。同じようなエ

ネルギー、財源を使うんだったらまずは地元にいる

方々の満足度を上げることが必要ではなかろうかと

思っております。 

 子どもたちが生まれてくる数を増やすためにとい

うことで、今、断片的ではありますが、思いつくと

ころ。 

 まず１点目に未婚者の結婚支援。それから、晩婚

化ということが今言われております。ですから、未

婚の方に対する結婚支援、それから晩婚化の対策、

このことをいま一生懸命頑張っていただいておりま

す。いま一歩踏み込んだ形の未婚者の結婚支援、そ

れから晩婚化に対する対応、これを掘り下げて取り

組む。これがまず一つではなかろうかと思っており

ます。 

 それから２点目に、夫婦が希望する子どもの数と

実際の子どもの数というのは開きがあると、いろん

なアンケートでこれを聞いております。実際は二人

もしくは三人欲しいけれども、いろんな理由からそ

うではないと。このギャップを埋める手だて、これ

が次に考えられることではなかろうかと。 

 このことについては以前お話ししたことがあろう

かと思いますが、いろんな要因があるんでしょうけ

れども、一つには男女の役割分担の意識、育児、家

事、介護というのは専ら女性の役目、役割ですよと、

こういった意識を変えていく。そのことで女性の方

が子どもを産む環境づくりというのができるんじゃ

なかろうかと。 

 それから、議員がおっしゃるような話だと思うん

ですが、町全体を子どもを産みやすく育てやすい魅

力あるまちにするんだと。そのことを市民皆さん方

が満足をして、そして、そのことが口コミであった

りいろんな形でもって周りの方々に伝わっていく。

そして、よそから転入者が増えてくると、そういっ

た意味の魅力あるまちづくり。 

 先ほど学校の問題をおっしゃいました。これは少

子化の流れ、あるいは児童生徒が減っていくという

この流れも受け止めざるを得ない。こういう中で、

言わば学校存続というのはピンチだと思っておりま

す。このピンチ、学校統廃合は避けて通れないとす

ると、このピンチをチャンスに活かす魅力ある学校

づくりはこのタイミングでしかできないのじゃない

のかなと。 

 今の小中一貫校なのか中高一貫なのか、あるいは

義務教育学校とかいろんな形の特色ある学校づくり

というのが考えられます。こういった学校統廃合と

いうピンチをチャンスに活かして、当然、市内の子

どもたちもそうですが、よそからも行きたくなる学

校、保護者も行かせたい学校、そういった学校づく

りができるのじゃなかろうかと。 

 こういったものを積み重ねていって、繰り返しに

なりますが、まずは市内にいらっしゃる方々、現在

の市民の方々を満足する、そういうものを優先して

取り組む、やっていくというのが大事ではなかろう

かと思っております。 

○６番（松崎幹夫君） 市長の思いが分かりました。 

 今いる市民の皆さん方を豊かにして、そして、外

の皆さん方が理解をして、いちき串木野はいい所だ

よと、そういう流れの中で進めていくということで

あります。 

 そのほうが正解かもしれません。しかし、子ども

はいなくなりますよ。そんな悠長なことを言ってい

たら。 

 思いは一緒かもしれません。人口を増やす姿、そ

の内容を見ながら、今言われる、今住んでいる人の

豊かさを求めるという姿もそのとおりだとも思いま

す。ですから、魅力あるいちき串木野市をつくるた

めにという部分では考えは一緒であります。 

 ただ、人口を増やす。先に増やす。先に増やすじ
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ゃないです。増えないです。減っていくばかりです。 

 しかし、維持できる姿というのは何かといえば、

やっぱり取組だと思います。 

 今からも未婚・晩婚の支援とか、夫婦の希望する

子どもの数と現在の数との違いという部分の改善と

いうことも言われましたが、人口増ということを職

員の皆さん方も考えて進めていただきたい。そうい

う思いが本市を元気にする、アピールする部分でも

あると思います。 

 私は、いちき串木野市の元気は何かといえば、イ

ベントだと思っております。今、このコロナ禍でイ

ベントができない。そういう部分ではアピールする

こともできない。ですから、そういうこともイベン

トの中で盛り上げていく。 

 市長が言われました、ここに住んで豊かになって

いる子どもたちというのは、分かります。今の子ど

もたちを豊かにして、そして、いちき串木野はいい

所だからおいでということだと思います。 

 しかし、それでいいのかなという思いもしており

ますので、また考えさせていただきたいと思います。 

 もう一つ。本市を元気にするのはイベントだとい

う話をしました。 

 イベントに関しましては、若い力、若い人たちの

思いを聞くという場が必要じゃないかなと思います。 

 そういう部分では、本市が合併しました平成17年

のときに、若者７団体の皆さん方が、七福神に見立

てて船の上に乗って市内を回ったということがあり

ます。それは合併の式典の中でもありましたし、さ

のさ祭りでもありました。そういう盛り上がった姿

は私は市がしたと思っていましたが、青年の皆さん

方がやったということでございました。でも、心に

残っております。 

 若者のいろんな思い、いちき串木野市が好きな青

年の皆さん方の思いというのを、市長、そしてまた

職員の皆さん方とともに語り合うということが重要

ではないかなと思いますが、そういう計画がないか、

お伺いいたします。 

○市長（中屋謙治君） 今、若者の皆さん方の意見、

考えというのを市政に反映したらと、こういうこと

であろうかと思います。 

 私は、先の議会においてもお話をしたと思います

が、まちづくりの原点というのは市民一人ひとりの

皆さん方の生の声、あるいは生活実態、これが出発

点だろうと思っております。 

 そういう意味で、若者だけというわけではありま

せんけれども、全ての皆さん方の夢や希望、不安や

悩みを聞いて、行政としてどんな手助けができるの

だろうか、職員が一緒に寄り添って考えて知恵を出

すという、これが我々のまちづくりのスタート、出

発点であろうと思っております。 

 そういう意味で、今回、広聴機能の充実というこ

とを申し上げております。皆さん方が日々どんなこ

とを思っていらっしゃるのか。広聴機能の充実、こ

ういうことで、今、取り組んでおります。 

 それともう１点。少し話は変わりますけれども、

短期的な日々の営みというのもさることながら、長

期的な視点での、これから先10年、20年先、我が町

はどうなっていくんだろうかと、そういった視点と

いうのもまた大事であろうと思っております。 

 先ほど学校の問題を言われました。20年後、どん

なまちになっているんだろうかと。そういうことで、

今回、2040年のまちを考える会という、随分大風呂

敷を広げたような話をいたしておりますが、20年後、

各地域は、あるいはそれぞれの学校はどうなってい

るのだろうかと、そういったことを想定しながら20

年後から今を見る。今、何をしなくちゃいけないの

だろうか。１年１年のただ単に積み重ねではなくて、

将来を見越した中で、10年後、20年後、こういう時

代が来るであろう、あるいはこういう社会になって

いるであろうと。だとすれば、今やっているこの取

組、果たしてこれでいいのか、もっと違う切り口と

いうのがあるんじゃないかと、そういう観点で皆さ

ん方に知恵を出していただこうと。 

 それには、20年後、このまちづくりの中心になっ

ていただくであろう若い方々、今30代、40代の方も

50代、60代という年代になるわけであります。そう

いった幅広い年代の方々に知恵を出していただいて、

20年後、我が町は何で食っていくのか、学校はどう

するのか、地域はどうするのだろう、そういうこと

を考えながらみんなで知恵を出し合っていくと。 
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 そういう中で、これもこれまで繰り返し申し上げ

ておりますが、これから重点的に取り組むべきは本

市のやはり強みだろうと思うんです。強い部分、弱

い部分があるとして、弱い部分を埋めて補うのでは

なくて、ほかの町との競争があるとすると、これに

打ち勝っていくには本市の強み、魅力をとがらせて

いく、磨き上げていく、こういう考え方で魅力をつ

くっていく。そのことが、よそから見たときにいち

き串木野の魅力、じゃあ、そこに行ってみよう、そ

こに住んでみよう、子育てをするんだったらそこが

いいよねと、そういう取組ではなかろうかと思って

おります。 

○６番（松崎幹夫君） 20年後を見据えた中での取

組ということでお聞きいたしました。 

 昔、自分も若い頃に、体育館を造ってほしいとい

う話をしてきた中で、出来上がったときにはもう50

歳を過ぎておりました。 

 ですから、そういう部分では、今市長が言われる、

今の時点で若い方、青壮年部の皆さん方と20年後の

本市を語って、そして、見据えていくという姿はそ

のとおりであろうかと思います。一緒になってその

部分は進めさせていただきたいと思います。 

 次に、進みます。 

 人口増に関しましては、奪い合いをやっても意味

がないという言葉の中で、１年前にも言いました、

麓土地区画整理事業に触れさせていただきたいと思

います。 

 麓に総事業費106億1,735万7,000円、平成９年度

から25年になります。これだけ市が時間とお金をか

けて終わろうとしておりますが、これだけやった以

上、勝手に売ってくださいということではなくして、

魅力ある販売をして本市に来ていただきたいと。必

死になって市として転入促進のためのアピールにつ

なげていくことは重要であろうということでありま

すが、今、麓地区と湊中央地区の売却可能な市有地

及びウッドタウン団地と小城団地の残りの区画はど

れほどあるのか、お伺いいたします。 

○財政課長（宮口吉次君） ただいま御質問があり

ました売却可能な市有地と分譲団地の残区画といい

ますか、その面積についてでございます。 

 麓土地区画整理事業の一般保留地ですけれども、

36区画、約8,700平方メートル、およそで2,600坪と

なりますが、これを令和４年度中に公売を行ってい

く予定としているところです。 

 それから、湊中央地区における売却可能な市有地

の残りとしましては、現在18区画、9,178.92平方メ

ートル、約2,800坪ございます。 

 一方、土地開発公社が所有している分譲団地とい

たしましては、ウッドタウン団地で31区画、

7,149.48平方メートル、約2,200坪、小城団地で13

区画、3,625.41平方メートル、約1,100坪を分譲し

ているところです。 

○６番（松崎幹夫君） このことは１年前にも聞い

ております。ですから、今言われます湊中央地区の

18区画は変わってないということでありますよね。

ですから、売れていないということになります。 

 去年聞いたときには、平成28年で２戸、平成29年

度２戸、平成30年で２戸ということで売れてきて、

令和元年で１戸、そして、令和２年、令和３年が売

れていないという状況であります。36、18、31、13

ということで、100近い数の区画が市有地として残

っているということでございます。 

 この部分でいけば、売却可能な市有地に新たに住

宅を建てていただいて、人口が増えるという期待が

できます。 

 そういう部分ではどのような販売促進策を考えて

いるのかということでお伺いをいたします。 

○財政課長（宮口吉次君） ただいまお聞きになり

ました住宅を建てていただく、これにつきましては、

町の内発的な、内側から出る魅力を高めるだけでは

なくて、土地の情報を分かりやすく、必要とする方

にお届けすることが大切であると考えております。 

 そのため、現在は市のホームページや広報紙へ売

却・分譲情報を掲載しているほか、分譲団地につい

ては新聞への広告掲載や住宅メーカーへの訪問、県

宅建協会との購入者紹介協定によりまして販売促進

に努めているところでございます。 

 また、令和２年度には、湊中央地区の市有地及び

土地開発公社の分譲団地につきまして、売却・分譲

の促進を図るため、価格の引下げを実施したところ
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でございます。 

 今後も引き続き分かりやすい広報や価格の見通し

を適宜行いつつ、不動産業者など民間とも連携した

不動産情報サイトへの掲載、それから、ＳＮＳの発

信力を活用した若い世代への情報発信など、新たな

取組にも努めていきたいと考えているところでござ

います。 

○６番（松崎幹夫君） 今、聞きました。販売促進

策という部分では、職員の考えでいろんなことに対

して発想を持って勝負していただきたいと思います。 

 前回も聞きましたけれども、ホームページであっ

たり広報という部分と、今回はＳＮＳという部分で

は変わってきたなという思いです。 

 ただ、これが、販売促進の策として皆さん方が期

待できる策かといえば、まだまだもうちょっと考え

ないといけないと思います。 

 私は、昨年も聞いたときに、電化製品でもやって

という話もしました。看板もしましょうということ

も言いました。そういうことにつけて売却の工夫を

することで変わってくるのかなと思います。 

 今回、２月５日、２月６日の新聞広報で出ました

麓です。麓のエルスの駐車場の北側に６件というこ

とで広報が出ました。 

 この不動産会社に話を聞きました。「どうですか」

と。そしたら、「この日はものすごく寒い日で、お

客さんは一人ぐらいしか来られなかった」と。「残

念でしたね」という話をしたら、「いいや」と。

「誘導の案内板を立てました」と。こう、誘導の案

内版を立てましたと。「そしたら、もう３件売れま

した」という話をされました。 

 だから、誰もいなくても土地を見に行って、見た

人たちが気に入って売れたと。そういう部分ではこ

の不動産屋も「工夫ですよ」と。「誘導案内板とい

うのはかなり必要ですよ」ということをおっしゃい

ましたので、そういうことも考えながら、今後、工

夫していただきたいと思います。 

 そしてまた、その不動産屋も湊中央地区のことも

知っていて言われたのが、「広い土地がありますよ

ね」と。「あそこを区分けして売るのか、私たちが

求めて区分けをするのか、そういう情報も聞きたい

ですね」ということも言われましたので、民間業者

と一緒になって取り組んでいけば。１件でも売るこ

とが重要です。ここに係る管理費も大変ですよ。

100近い数あるわけですから。そういう部分ではし

っかりと対応していただきたいと思います。 

 工夫が必要ですが、何か考えがありますか。伺い

ます。 

○財政課長（宮口吉次君） 今おっしゃられました

看板の設置につきましては、土地開発公社の分譲団

地におきましては、一団の土地であるために、看板

設置により区画を確認しやすいように努めていると

ころであります。 

 それから、湊中央地区については区画が分散して

いることから、全体的な区画を表す看板の設置では

なくて、各売却する区画に個別の看板を設置してい

るところです。 

 おっしゃいましたように、この業者がされるよう

な購買意欲の喚起につながるように工夫した看板設

置等の取組については、今後も積極的に努めていき

たいと考えております。 

○６番（松崎幹夫君） ですね。やっぱり見た人が、

「その土地を見に行きたい」とか「買いたいな」と

いう魅力あふれる姿にしていただきたいと。また、

それと、あめじゃないですけれど、何かをつけてや

るという姿も必要かなと思います。 

 インターネットで、大分県の豊後高田市の情報が

出ておりました。住みたい田舎ベストランキング、

人口１万人以上３万人未満のまちということで、人

口が２万2,237人ということでありますが、そのう

ち若い世代・単身者が住みたいまち部門第１位、子

育て世代が住みたいまち部門第１位、シニア世代が

住みたいまち部門第１位ということで、全国で唯一、

10年連続でベストスリーを達成している町というこ

とでございました。 

 全国のトップレベルの本気子育て支援ということ

で、多くの支援があります。もう、これを言っても

うちにはできないことです。でも、子育て支援とし

てはうちもしていることです。ただ、額が違ったり

無料という部分になります。 

 特に充実した移住支援制度については、100坪の
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土地を35区画、ただで、無償でやるという、そうい

う大きな発言もあります。本市も、ここは100区画

ぐらいありますので、何か対応を考えていただきた

い。人を呼びたいという思いでありますので、考え

ていただきたいと思います。 

 本当に本気度を出して土地を売ることが第１であ

ります。市の職員の本気度。私たち議員も協力しま

す。本気度を出して売ることが大事であります。 

 100区画ぐらいの年間管理費も今後かかってまい

ります。販売することが第１でありますが、例えば、

簡単に言えば、近所の方で駐車場が必要な方に安く

で貸すということはできないんですか。そういうこ

とで管理費が浮くとも思いますが、そういう取組は

できないか伺います。 

○財政課長（宮口吉次君） これらの土地の貸付け

についてでございますけれども、これまでも申出が

あったものにつきましては、財産管理規則等がござ

いますので、これらに基づきまして貸し付けている

状況はございます。 

 湊中央地区におきましては飲食店の駐車場として

の貸付けが１件ございます。それから、現場事務所

設置のための短期的な貸付けも数件あったりはして

いる状況がございます。それから、ウッドタウン団

地につきましても、分譲団地でありますけれども、

ここを駐車場として貸し付けている区画が７区画は

現在もあるところです。 

 本来、売却すべき土地ということではありますけ

れども、駐車場等の売却に支障にならない貸付けに

つきましては、おっしゃられますような経費もかか

りますので、歳入確保の観点ということで有効と考

えておりますので、今後も貸付可能な区画について

は取り組んでいきたいと考えております。 

○６番（松崎幹夫君） 売ることが大前提でありま

す。売ることを大前提に管理費を考えたときに、そ

ういう取組もいいのかなという思いで今言いました

が、もう貸しているということでございます。広報

等もしていくことで少しでも違うのかなという思い

があります。 

 市長、いずれにしましても、これだけの市有地で

あります。売却することが人口増対策につながると

考えます。従来のやり方では売却できないというこ

とでありますので、方法をしっかり考えるべきだと

思います。 

 検討していただきたいと思いますが、いかがです

か。伺います。 

○市長（中屋謙治君） 今、担当課のほうからこれ

までの残区画、それから取組、答弁をしたところで

ございます。 

 冒頭申し上げましたように、これを売らないでた

だでいいですよと、あるいは買ったらこれをつけま

すよと、こういう取組というのは、冒頭申し上げた

考え方からすると、まずは市内にいらっしゃる方々、

市内の皆さん方の幸福度、満足度を上げるという、

このことが大事ではなかろうかと思いますので、こ

の点については少し慎重に考える必要があるかなと

思っております。 

 それと、今、麓の例をおっしゃいましたけれども、

麓、それから湊中央もそうでありますが、私どもが

保留地という形で値段設定をしております。民間の

ほうも同じような形で販売をしております。 

 ここの値段差という部分についても鋭意取り組ん

で、価格の面で負けないようにといいましょうか、

同等に競争できるように、こういうことで価格の見

直しもやっております。 

 一方では会計上の制約という部分もありますので、

値段そのものを下げるのではなくて、実質的に民間

の相場と同じような金額になるようにという別途の

工夫は必要かと思っております。ここら辺について

は検討させていただければと思っております。 

○６番（松崎幹夫君） 100万円のお金を出すとか

は言いません。財政が厳しい以上ですね。 

 ただ、今市長が言われますように、本市に魅力的

な部分ということで来ていただく、喜んでいただく

という部分の中で、取り組む姿、工夫というのが重

要であると思いますので検討していただきたいと思

います。 

 次に行きます。 

 ごみ収集の在り方についてであります。 

 各ステーションにおいて粗大ごみの量が増えてい

ると聞いております。他地域や市外からの粗大ごみ
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の持込みが場所によってはかなりあるようですが、

現状及び対応策についてお伺いいたします。 

○市民生活課長（久保さおり君） 粗大ごみの収集

量は、５年前の平成28年度と比較しまして、令和２

年度で約40トン増加しております。環境センターへ

の直接搬入量についても約100トン増加しており、

片づけや整理に取り組まれる方が増えていることが

排出量の増加に影響していると考えております。 

 なお、粗大ごみの排出については名前の記入のル

ールを設けていないため、排出者の特定が困難な状

況であります。 

○６番（松崎幹夫君） 今、収集で40トン増加とい

うことを言われました。持込みで100トン増加とい

うことであります。収集が全体で160トン、令和２

年度で来ているんですね。160トンを22回。粗大ご

みは22回収集しております。22回で割ったら7.27ト

ンになるんです。平均でですよ。平均で７トンを超

えるんです。だから、多いところでは10トンからあ

るということなんですよね。 

 このことは、公民館の皆さん方もステーションに

「ほかの地域の人は捨てるな」という貼り紙をした

り、写真を撮って、「あなたの車は撮っているから

ね」というような取組もしているという話も聞きま

す。そして、見たことのない車が来て降ろしていっ

たというような情報も聞きますので、このことは外

からの、市外から、そしてまた他地域からの持込み

という部分もかなりあると思います。ですから、検

討していかないといけない部分かなと思います。 

 粗大ごみに名前を書いてもいいのかなと、そうい

うルールを設けてもできるんじゃないかなという思

いもしますが、次に行きます。 

 収集日が月曜日ということであります。本市の粗

大ごみの収集は月曜日ということであります。 

 前日、前々日が土曜日、日曜日ということで、市

民の皆さん方にとってはいいんですけれど、逆に、

市外から持込みをするという皆さん方にとっても、

土曜、日曜、誰もいないときに持ち込むという情報

があります。 

 そういう部分でいけば、曜日の変更ということが

できないのかということをお伺いをいたします。 

○市民生活課長（久保さおり君） 粗大ごみ収集は、

資源物収集日と重複しない月曜日に実施をしており

ます。 

 収集曜日を変更するとなると、置場や収集人員の

確保等が必要になること、また、大型家具などは前

日の日曜日に市民の方も排出をしやすいなどの理由

から、今後も月曜日の収集を考えております。 

○６番（松崎幹夫君） でも、このことは今からお

いおい質問をしていかないといけないとも思います。 

 本当にかなり大量のごみが来ているという情報で

ございます。私も何回か見に行きました。写真も撮

ってあります。本当に多いです。そういうところは

誰もあまり見ていない。見ているところもあるんで

すけれど、見ていないところに置いていく。かなり

の量の、そして、公道のすぐ横ということで、簡単

に置いていくという姿であります。ですから、曜日

も本当に検討していかないといけないとも思います。 

 市民の皆さん方にとっては慣れている曜日が出し

やすいという部分はあります。私も本当に何か所も

見に行きましたけれども、外部からの持込みという

部分では検証をしていただいて、曜日の変更も検討

していかないといけない部分もあるのかなという思

いもしております。しっかりと検討していただきた

いと思います。 

 もう一つ。他市では粗大ごみは有料というところ

が多いです。ごみが増えていくと考えると対応が必

要となりますが、どうですかということであります。 

 今度、南薩４市での新たなごみ処理施設の建設が

始まりました。2024年９月に稼働をいたします。近

隣の薩摩川内市、日置市が現在有料であります。本

市は無料であります。 

 本市の対応というのをどう考えますか。お伺いい

たします。 

○市民生活課長（久保さおり君） 粗大ごみ収集の

有料化によってごみ排出抑制の効果は期待できます

が、市民の費用負担が発生することから、現時点で

は有料化は考えておりません。 

○６番（松崎幹夫君） 簡単に、現時点では考えて

いないということでございます。 

 本市は無料で簡単に持ち込めるということで、ま
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だまだ今から増えてくると思います。今からの対応

策も検討していかないといけないと思いますので、

しっかりと検証していただきたい。 

 それから、簡単に捨てられるという点から、量も

かなり多くなっております。そういう部分では職員

も収集に立ち会うとか、月に１回指導をしていただ

きたいと思いますが、そういう対応ができないのか

お伺いをいたします。 

○市民生活課長（久保さおり君） 粗大ごみは前日

から排出されることも多く、職員が市内全域を監視

することは困難であります。 

 また、市外や地域外からの持込みに対しても、現

場で収集対象地域の住民であるかの確認ができない

ことから立会いによる監視は困難でありますが、適

正なごみの出し方についての広報紙への掲載や、注

意喚起の看板を立てるなどの対策を検討してまいり

ます。 

○６番（松崎幹夫君） 検討していただきたいと思

います。そういう姿を取るだけで注意喚起になって

くると思います。 

 職員は少ないですからあまり強くは言いませんが、

職員の皆さん方も見ていただきたいと思います。た

まにはそういう姿を見ることでかなり変わってくる

と思います。注意喚起の部分だけでかなり変わって

くると思いますので、検討していただきたいと思い

ます。 

 このごみ問題でありますが、本市で量が増えてき

ていること、他市からの持込みがかなりあるという

こと、無料である点、土曜、日曜が絡む点というこ

とでいけば、まだまだごみが増えてくると思います。 

 今後、対応策を検討していくことが大事であると

思いますが、市長の見解を伺います。 

○市長（中屋謙治君） 個々の問題については、先

ほど所管の担当課長から答弁したようなことであり

ます。 

 もう一つ我々が考えなくてはいけないのは、今議

員も御指摘されました、隣のほうが有料化。結果と

して、本来であればそれぞれの町で処理しなくちゃ

いけないのが本市のほうに来ているという現状があ

るとすると、ここは工夫が必要かなと、そういう思

いがいたしております。 

 それと、このごみ問題であっても、先ほどの質問

に関連しますけれども、住みやすいまちという観点

でごみ問題も捉えていく必要があるのかなと。 

 先ほど名前を書いてというお話がありました。私

ども、指定ごみ袋を導入してどれぐらいでしょう。

もう何十年。そして、ごみの分別、そして、自分が

出したごみに責任を持っていただくということで、

出していただくごみ袋に名前を書いていただいてお

ります。我々はこれがもう当たり前、そういう思い

でごみを出しておりますけれども、よそから転入さ

れた方はこのことにものすごく違和感を覚えられる、

そういう意見を多々聞いております。 

 そういった意味で、先ほどの子育てしやすいまち、

住みやすいまちという観点で、これだけプライバシ

ーが言われている中で、引き続きごみ袋に名前を書

くというのが今後もいいのかどうかというのは、粗

大ごみの無料化、有料化、そういうことで検討する

必要はあると感じております。 

○６番（松崎幹夫君） 今市長が言われましたとお

り、ごみに名前を書くというのはいろいろとあると

思いますけれど、いちき串木野市はそれだけしてき

たという部分では、私は粗大ごみにも名前を書くと

いうような姿ができていけば、またごみは減ってく

る。そしてまた、職員が立ってくれたらまた注意喚

起にもなる。いろんな広報をした中で注意喚起をし

ていかないと、本市のごみもかなり増えていくと思

います。 

 公民館長さん方によってはそういうことを見てい

るという姿をかなり言われる方もいらっしゃいます

ので、そこを担当課もしっかりと把握していただき

たいと思います。 

 次に行きます。 

 各ごみステーションにおいて、粗大ごみの収集に

手間取っていると聞きますが、ごみを出すときに可

燃物と不燃物に分けて出してもらうことはできない

かお伺いをいたします。 

○市民生活課長（久保さおり君） 粗大ごみについ

ては、現在、指定場所への排出となっており、委託

業者が回収を行っております。 
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 指定場所については一部公道にかかる場所もあり、

排出スペースの問題で現行の形式でお願いをしてお

ります。 

 また、地域や時期等により出される粗大ごみの内

容、種類が大きく変わります。今後は、これらの地

域のごみステーションの現状等を考慮して、現在の

方式の中でより効率的な回収方法を検討してまいり

ます。 

○６番（松崎幹夫君） 効率的な方法でということ

であります。 

 一部公道ということですが、一部じゃないですね。

かなり公道にやっている部分もあります。そういう

部分では可燃物、不燃物に分けるということは大変

かもしれませんが、回収する委託業者もかなり手間

取っているということも聞きます。 

 そういう部分では、委託業者任せじゃなくして市

の職員も、どういう状況ですかという話合いもあっ

てもいいのかなという思いがしますが、連携を含め

てそういう取組というのはしていないか、お伺いい

たします。 

○市民生活課長（久保さおり君） 委託業者からの

相談や要望については、随時、打合せ簿を提出して

いただいており、収集ルートの枝木の伐採など優先

度の高いものから対応をしているところであります。 

○６番（松崎幹夫君） 職員も一緒になってという

ことでごみが減る部分もあると思いますので、協力

していただきたいと思います。 

 次に、進みます。 

 全てのごみ収集について、公民館未加入者や転入

者へのごみステーションへの利用について、対応は

どのようかということで、現状と相談等について声

が寄せられていないか、お伺いをいたします。 

○市民生活課長（久保さおり君） ごみステーショ

ンにつきましては各公民館で清掃作業や立ち当番な

どの維持管理等を行っていただいており、公民館未

加入者のごみ出しについては各公民館で取扱いが異

なるようでございます。 

 公民館未加入者のごみ出しについては、主には市

外からの転入の方から年に数件ほど相談があります。 

 ごみステーションの管理を公民館にお願いしてい

ることから、公民館未加入者から相談があった場合

は公民館へ相談していただく、または、直接環境セ

ンターへ搬入していただくようお願いをしていると

ころです。 

○６番（松崎幹夫君） ごみステーションについて

は各自治公民館にお任せということであります。 

 未加入者にとってはごみ出しが厳しい状況であり

ます。同じ市税を払う者にとっては、生活に直結し

ているごみ問題でありますので、そういう部分では

他市の取組はどのようかお伺いをいたします。 

○市民生活課長（久保さおり君） 県内では、ほか

の18市のうち10市において、公民館未加入者用ステ

ーションを設置しております。 

○６番（松崎幹夫君） びっくりでした。18市のう

ち10市が、公民館未加入者用ステーションを設けて

いるということでございます。 

 そういう部分で、今後の本市の対策についてお伺

いをいたします。 

○市民生活課長（久保さおり君） 各家庭のごみ出

しが地域住民同士の共助やコミュニケーションなど

公民館活動の礎となっている部分もありますので、

公民館未加入者のごみ収集につきましては、今後、

他市の状況等も調査研究しながら慎重に検討したい

と考えております。 

○６番（松崎幹夫君） 10市が、市によってステー

ションを準備しているということで、びっくりです。 

 私はここで未加入者用ステーションを設置をして

いただくことをお願いしたいという思いで来たんで

すが、今言われましたとおり、公民館加入促進に対

して、反対に減っていく可能性があると思います。 

 そういう部分では未加入者が増えていけば困りま

すので、公民館、そして未加入者の皆さん方の意見

でつくってくださいというような話が来れば、進め

ていただきたいという思いであります。 

 しかし、10市がこうしてしているということでご

ざいますので、前向きに検討していただきたいと思

います。 

 次に入ります。 

 環境センターへごみを持ち込む際の、市民である

ことの確認について、お伺いをいたします。 
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○市民生活課長（久保さおり君） 市民が環境セン

ターへごみを持ち込まれた際は、口頭で住所と氏名

を確認しておりますが、身分証などの提示は求めて

いないところであります。 

○６番（松崎幹夫君） 身分証の提出は求めていな

いということでございます。 

 私がセンターに行けば、松尾公民館の松崎で通り

ます。しかし、ほかの人が松尾公民館の松崎と言っ

ても通るわけです。ですから、センターでも市外か

らの持込みというのがかなりあるということでござ

います。 

 そういう部分では身分証をしっかりと提示すると

いうようなことも考えていってもいいのかなという

思いでありますが、また、今度はセンターがかなり

混雑するということもあります。ですから、前向き

にこういうことを検討することでごみも変わってく

ると思っております。 

 ごみ問題についてはまだまだ検討する部分があり

ますので、今後も引き続き検討していただきたいと

思います。 

 以上をもちまして一般質問の全てを終わります。 

○議長（濵田 尚君） ここで昼食のため休憩いた

します。再開は午後１時15分とします。 

             休憩 午後０時03分 

             ───────── 

             再開 午後１時14分 

○議長（濵田 尚君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 次に、中里純人議員の発言を許します。 

   ［11番中里純人君登壇］ 

○11番（中里純人君） ロシアによるウクライナへ

の軍事侵攻により、家族が離れ離れになって、国外

へ避難したり、ミサイルが飛び交う中、恐怖におび

えながら身を隠す人々の映像が私たちの茶の間に配

信されています。 

 私たちは戦争を知らない世代が多数を占めていて、

戦争経験はないものの、我が身に置き換えてみると

きに、この悲惨な状況が一刻も早く収束し、平和な

日常が取り戻せるように心から願うものです。 

 私は、先に通告しました２件について質問いたし

ます。 

 国においては４月から、事業主に従業員への育休

取得の促進が義務化されることとなり、社員数

1,000人以上の企業は育児休業などの取得状況を年

に１回公表することが義務づけられます。本年秋頃

に導入される予定の育児介護休業法の改正で新たに

新設された男性版産休制度では、父親に限って子ど

もが生後２か月以内に最大４週間の休みを取得でき

るようになります。2024年からは、子育て家庭の負

担を軽減したり、孤立しがちになる母親をサポート

するために、料理や掃除、洗濯などの家事を支援す

る制度を実施する予定です。 

 市長は施政方針の中で、「新たな出会いの場の創

出や結婚・新生活の費用支援により若者の結婚を支

援するとともに、子育て世代包括支援センター“あ

いびれっじ”や子育て支援センター“きらきら”、

“さわやか”の機能充実、産前産後サポートの充実

など、妊娠期から子育て期までの保健、医療、福祉、

教育等での面で切れ目ない支援を行います」と述べ

られました。 

 本市は合計特殊出生率が1.55と、県内でも低い状

況であります。出生率を少しでも上昇させ、少子高

齢化のスピードを遅らせていく必要があると思いま

す。 

 今、述べましたように、国では子育てしやすい環

境づくりへシフトしつつあります。本市では、出会

い、結婚、出産、子育て、教育、福祉など、子育て

環境は多岐にわたりますが、当面、出会い、結婚、

出産、産後などに関してどのような課題認識と具体

的な施策を考えておられるのか、見解を示していた

だきたいのであります。 

 以上でここでの質問を終わります。 

   ［市長中屋謙治君登壇］ 

○市長（中屋謙治君） 中里純人議員の御質問にお

答えをいたします。 

 子育ての環境は、近年、核家族化や地域のつなが

りの希薄化などにより、妊娠、出産や子育てに関す

る妊産婦等の不安や負担が増えていると感じており

ます。 

 若者が子どもを持ちたいと希望を持ち、安心して
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子育てができる環境づくりとして、妊娠、出産に対

する正しい知識の普及や支援体制の確保が必要であ

ります。 

 新たな出会いの場の創出や結婚・新生活の費用支

援により若者の結婚を支援するとともに、子育て世

代包括支援センター“あいびれっじ”や子育て支援

センター“きらきら”、“さわやか”の機能充実、

産前産後サポートの充実など、妊娠期から子育て期

までの保健、医療、福祉、教育などの面で切れ目の

ない支援を行ってまいります。 

○11番（中里純人君） 切れ目のない支援を行って

いるということでございますが、私は出会いから結

婚に至るまでの取組が弱いのではないかと思ってお

ります。 

 富山県南砺市の先進地視察を基に縁結び隊の事業

などが行われておりますが、十分な成果が得られて

いないようです。 

 出会いサポートについて、いま一度戦略を見直し

てはと思いますが、伺います。 

○市長（中屋謙治君） 午前中の議論でも申し上げ

ました。未婚の方、出会いの場を創出して結婚に結

びつけていこうということで、今、一生懸命取り組

んでいただいております。特に縁結び隊ということ

で御協力をいただいております。お話をお聞きしま

すと、本当、頭が下がる思いであります。 

 一人でも結婚に、あるいは具体的な出会いに結び

つくようにということで、いろんな形でもって縁結

び隊の隊員の方に御苦労いただいているんですが、

よかれと思って前に進めようとすると、どうかする

と親子の間で感情的なところまで発展する、そうい

うケースもあるということをお聞きいたします。 

 そうしたときに、午前中も少し申し上げました、

それだけ縁結び隊の皆さん方に御苦労いただいて、

何とか出会いの場、あるいは結婚に結びつけようと

いう今の取組を踏まえながら、いま一段、二段掘り

下げた具体的な成果に結びつく取組というのが必要

ではなかろうかと、このように思っているところで

ございます。 

○11番（中里純人君） ぜひ取組を進めていただき

たいと思います。 

 元旦早々、鹿児島市では、一家無理心中で母親と

11か月の女の子が犠牲になりました。また、昨年の

夏には東京で、３歳の女の子を一人でマンションに

残し、８日間鹿児島に旅行に出かけ、育児放棄で死

なせるという悲しい事件がありました。 

 2020年度の児童相談所が虐待として対応した件数

は20万件を超えて過去最多となっておりまして、子

育ての家庭では母親が、仕事との両立や近くに両親

とか相談相手がいないこと、また、コロナの感染防

止のために里帰りや外出の規制、交流施設等の閉鎖

でストレスがたまり、虐待が増加すると言われてお

ります。産後鬱状態のリスク増も指摘されておりま

して、育児放棄や児童虐待、さらには無理心中のお

それがあります。 

 それには、出産後のケアが非常に重要だという指

摘がございます。 

 本市では、一昨年、子育て世代包括支援センター

“あいびれっじ”が設置されましたが、運営状況は

今のところどうなのか。課題等はないものか。 

 また、本年度は新規事業として産前産後サポート

事業が始まりましたが、新型コロナウイルスの感染

拡大によりまして、産後間もない母子の自宅に保健

師や助産師などが訪れる新生児訪問、乳児訪問を一

時中止した自治体もあるとお聞きします。本市では

どのような状況なのか、また、利用者の方からは、

どのような評価をいただいているのか、併せて産後

ケア事業へつなげることができているのか、以上伺

います。 

○子どもみらい課長（立野美恵子君） 子育て世代

包括支援センターについてであります。 

 令和２年７月開所してからの運営状況は、令和２

年度は９か月間で相談件数104件、公認心理士のカ

ウンセリング54件、妊婦中期訪問62件、セルフプラ

ン作成124件、令和３年度は、１月までの10か月間

で相談件数234件、カウンセリング69件、妊婦中期

訪問83件、セルフプラン作成107件で、子育て等の

相談が増えてきております。 

 次に、産前産後サポート事業についてであります。 

 今年度から、妊産婦の孤立感の解消を図るためな

どのリラックスサロン、プレママサロンを中止する
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ことなく、月１回実施出来ております。 

 また、民生委員・児童委員が出生後３か月を目安

に御家庭を訪問し、子育て支援の情報提供や困り事

などの相談支援をする子どもみらい訪問を１月末で

60件行っており、地域での身近な相談しやすい話し

相手として連携を図っているところであります。 

 プレママサロンの利用者アンケートでは、「心と

体が軽くなった」「おなかの赤ちゃんに対して愛情

が深まった」「同じ妊婦さんと出会う機会もできた」

など、おおむね高い評価を得ております。 

 産後ケア事業については、母子健康手帳交付時や

妊婦中期訪問などで説明を行っております。 

 産後の支援が得られない方や、体調や育児不安な

どにより支援が必要と判断した場合は、個別に事業

内容等を説明しております。 

 課題としましては、子育て世代包括支援センター

が、子育ての相談が気軽にでき、何らかの支援につ

ながる拠点として認知され、地域に定着するよう、

子育て期の家庭と妊娠中から関わりを持ち、信頼関

係を構築していくことと考えております。 

○11番（中里純人君） 利用者からは高い評価をい

ただいているという答弁でございます。 

 私の関係者も利用させていただいておりますが、

「きめ細かな対応で、産後の不安が解消できた」と

のことです。 

 鹿児島市では、オンラインによる子育て相談を行

っております。サポート事業も始まったばかりです

が、今後参考にして取り組んでいただけたらと思っ

ております。 

 令和２年度の子ども・子育て支援推進調査研究事

業の中で、人口５万人未満の利用親子組数が少ない

地域子育て支援拠点の利用促進等に関する調査研究

では、「子どもが低年齢時期からの共働きの家庭が

急増する中で、拠点の休日の開所とか開所日数の見

直し、利用時間の延長等に取り組むことにより、日

中拠点を利用できない家庭の利用促進を図ることが

重要である。また、多様なニーズに対応する予防型

支援や心配な家庭、リスクの高い家庭へのアプロー

チが課題となる中で、積極的に外部の研修に参加す

るための体制の整備とか多様なニーズを持つ家庭へ

の支援に関する関連領域への研修への参加機会の確

保が重要である」と述べられております。 

 そこで、今私が述べました休日開所数の見直しと

か利用時間の延長、職員の研修など、本市ではどの

ような取組をして、どのような成果、課題があるの

かお示しいただきたいのであります。 

○子どもみらい課長（立野美恵子君） 子育て支援

センターについてであります。 

 子育て支援センターは、従来からの保育園運営の

“さわやか”が幼児の年齢ごとに利用日が決まって

おりましたので、いつでも利用できるように、令和

２年７月に市営の“きらきら”を開設したところで

あります。 

 平日は２か所を利用でき、土曜日は“さわやか”

を利用でき、平日より利用者が少し多い状況であり

ます。 

 また、支援員は、様々な悩みを持つ方々の子育て

を支援するため、県が主催する研修などの受講や親

子教室へ参加するなど、スキルアップに努めており

ます。 

 利用者からは、「子どもと一緒に遊べ、利用者同

士の交流ができ、また、支援員に気軽に相談ができ

る」と好評を得ております。 

 日曜日の開設がありませんので、今後、利用のニ

ーズを調査しながら、まずは職員体制や施設利用な

どの調整をしながら、不定期でも日曜日の開所がで

きないか、検討を進めてまいります。 

○11番（中里純人君） 日曜開設など、ぜひ利用し

やすい体制を整えていただけたらと思っております。 

 子育て支援は多岐にわたりますけれど、産後ケア

についても制度並びに利用のしやすさとかに課題が

あるようです。 

 その一つに、産後ケアの自己負担額が高いことが

指摘されております。 

 まず、本市の利用状況ですけれど、制度開始から

宿泊、訪問、来所利用などの現状について明らかに

されたいのであります。 

 そして、本年度から自己負担額が５割から３割に

なりまして負担が軽減されたわけですが、この自己

負担の軽減により利用する方が増えたのかどうか、
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先月までの利用状況について明らかにされたいので

あります。 

○子どもみらい課長（立野美恵子君） 産後ケアに

ついてであります。 

 産後ケア事業は、生活保護世帯の方は負担ゼロ、

市民税非課税世帯の方は１割負担、令和３年度から

その他の世帯の方は自己負担額を５割から３割に軽

減して事業を実施しております。 

 令和４年の１月末で、宿泊型が４件の利用で、ほ

かの利用はありません。 

 令和２年度は、宿泊型が３件、日帰り型が１件の

利用でありましたので、利用者はほぼ横ばいであり

ます。 

○11番（中里純人君） 答弁によりますと、自己負

担が軽減されたにもかかわらず、利用が伸びていな

いというような状況でございます。 

 仄聞するところによりますと、やはり宿泊するに

は自己負担が大きいようです。１泊9,000円で、連

泊しますと２万円弱となります。やはり利用するこ

とにちゅうちょするのじゃないかと思っております。 

 そこで、宿泊をはじめとするケア利用者を支援す

るさらなる手厚い補助とか考えられないのか。あわ

せて、既存の助産師等による無料の新生児訪問と、

有料となる産後ケア事業による支援との整合性をど

のように考えたらいいのか、公平性とか保たれるの

か、見解を伺います。 

○子どもみらい課長（立野美恵子君） 自己負担に

つきましては、令和３年度から、他市の状況を勘案

し、見直しを行ったところであります。さらなる軽

減や利用しやすい補助については今のところ考えて

いないところです。 

 また、新生児訪問指導は、母子保健法により、全

ての母子に対し、生後１か月以内に居宅を訪問し、

新生児の発育や栄養状態の確認と病気の予防を目的

に助産師が指導、助言を実施するものであります。 

 一方、産後ケア事業は任意の事業で、支援を必要

とする母子に対し、出産直後の心身のケアや育児の

サポートをすることで母親の身体的回復と心理的な

安定を図るため、助産師などの看護師がより手厚い

専門的な支援を実施するものであります。 

○11番（中里純人君） なかなか利用が伸びていな

いようです。 

 利用しやすくするために市独自で、他市を参考に

されていると思いますが、さらなる支援を働きかけ

ていかれたらと思っております。 

 ４月からは事業主に従業員への育休取得の促進が

義務化されることとなりました。新年度の事業によ

りまして、市内の事業所にくるみん認定のセミナー

を開催されるようです。 

 くるみんは、厚労省の認定マークを取得して企業

の価値を高める取組でございますが、一方で、働き

やすい職場の環境づくりで注目されておりますのが

イクボスです。 

 イクボスといいますのは、育児とボスを組合せた

造語でありまして、部下や同僚の仕事とそれ以外の

生活の向上を目指して個人のキャリアを応援する上

司のことです。 

 イクボス宣言とは、企業や自治体で従業員が業務

と子育てを両立できる環境を提供する取組です。 

 また、本年秋頃に導入される予定の育児介護休業

法の改正で新設された男性版産休制度では、父親に

限って子どもが生後２か月以内に最大４週間の休み

を取得できるようになります。２週間前までの申請

で取得できまして、育児休業給付金や社会保険料が

免除、最大で賃金の実質８割が保障されます。 

 イクメンが推奨される原因は、男性側の家事や育

児への関わりが高い夫婦ほど二人以上の子どもを望

む傾向があり、少子化の対策に寄与するとも言える

と思います。 

 厚生労働省から令和２年度の雇用均等基本調査の

結果が公表されました。育児休業取得者の割合が、

女性は81.6％、男性は12.65％で、男性の育児休業

の取得率は過去最高でしたが、2020年に13％という

政府の目標には届かなかったようです。 

 そこで伺います。 

 本市域内の企業などの育児休暇の取得状況はどう

か。イクボス宣言事業者で多い業種並びに事業所へ

の働きかけはどのようにしているのか。 

 また、本市では中小企業が多くて、育休で休職し

た人の分の仕事を誰が補うのとか、その仕事に対す
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る対価は支払われるのかなど課題がありまして、零

細企業はぎりぎりの人数でやっているところが多い

ことから、公共工事の入札優遇制度の評価項目にな

るとか促進の報奨金とかを考えてはいかがかと考え

ます。伺います。 

○市長（中屋謙治君） 市内事業所のイクボス宣言

の状況、それから、育児休暇の状況をお尋ねでござ

いました。 

 まず、１点目のイクボス宣言をされている市内の

事業所の状況でございます。市内には２つの事業所

があるようでございます。いずれも建設業というこ

とでお聞きしております。 

 それから、市内の事業所の育児休暇の取得状況。

残念ながら、本市だけというデータがございません

ので、全国ベースでは先ほど議員述べられたそうい

う数字であることを確認しております。 

 午前中からの議論の中で、本市の人口対策を含め

て、子育てしやすいまちということになってきます

と、やはり女性だけではなくて男性も育児、家事、

介護に関わりを持っていくという、議員お述べにな

られたように、そうやって男性が協力的である家庭

のほうが子どもが多いといいましょうか、希望どお

りの子どもの数に近づいているということも聞いて

おります。 

 そういった意味で、本市内、子育てしやすい、子

どもに優しい、あるいは女性に優しいまちだという

ことが評価されるような取組、その一環として、イ

クボス宣言というのは有効ではなかろうかと思って

おります。 

 そういうことで、まずは市内中小企業、零細企業

等々たくさんございますが、その中で先導役として

市役所、私どものほうがイクボス宣言をして、子育

てしやすいまち、女性に優しいまちということを対

外的に宣言をしながら、そして、市内の各事業所に

この流れが広がっていくと、こういうことを期待し

ていきたいと思っております。 

 なお、最後におっしゃいました奨励金の話とか、

あるいは入札制度の加点のことについては、他市の

状況、まだ詳しいデータを手元に持っておりません

ので、こういうものも参考にしながら今後の検討課

題とさせていただきたいと思います。 

○11番（中里純人君） ぜひこのイクボスの取組が

広がるように力を入れていただきたいと思います。 

 次に、不妊治療についてです。 

 不妊の検査とか治療を受けたことがある夫婦の数

は5.5組に１組だそうです。通院回数が多くて、ホ

ルモン治療による身体的な負担、また、他人には知

られたくないという精神面での負担が大きいことか

ら仕事との両立が困難で、厚労省の調査では４人に

１人が離職されているそうです。 

 不妊症には周囲の理解がとても大事で、職場や周

囲が理解をして、子どもを持ちたいと思う人が安心

して検査とか治療を受けられるような環境をつくる

ことが大事だと言われております。 

 本年度から730万円の所得制限が撤廃されたわけ

ですが、利用状況はどのようか。また、４月からは

保険適用で利用が多くなると思いますが、どのよう

に安心して治療できる環境づくりを進めていかれる

のか。事業所等への理解を高める取組についてはど

うか、伺います。 

○子どもみらい課長（立野美恵子君） 不妊治療に

ついてであります。 

 不妊治療の申請件数は、延べ件数で、令和元年度

11件、令和２年度11件、令和３年度は令和４年１月

末現在で19件で、増加しております。４月から不妊

治療の保険適用が拡充されますので、さらに不妊治

療を考える夫婦が増えることと想定されます。 

 安心して治療ができるように、不妊に悩む夫婦の

精神的負担と経済的負担の軽減を図るために、市で

は、企業等を含めて不妊治療の正しい理解のための

啓発や、保険対象になる不妊治療の自己負担につい

て一部補助を、令和４年度当初予算に計上している

ところであります。 

○11番（中里純人君） 不妊治療には、先ほど述べ

ましたように、身体的な負担と精神的な負担、そし

て経済的な負担、それに、急に病院に行かなくては

ならないなどの時間の負担という四つの負担がある

と言われております。 

 私たちは、不妊症の方は多くいらっしゃるという

ことを理解して、新たな生命の誕生に向けて取り組
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む方々を応援していきたいものです。 

 次の質問に移ります。 

 教育行政についてであります。 

 文部科学省の教員不足の実態調査で、教員の志望

者が減少して、公立高校では2,558人不足していて、

5.8％の学校に影響があるということです。 

 団塊世代の退職者が多いにもかかわらず、多忙化

から教員志望者が減少していて、中学校の採用倍率

は前年の0.7ポイント減の4.4倍、小学校の採用倍率

は2.6倍で、最も高かった平成12年度の12.5倍の５

分の１程度まで落ち込んでおりまして、３年連続で

過去最低となっております。 

 一クラス35人学級が令和４年度から導入されまし

て、５年間でおよそ１万3,000人教員を増やす必要

があると試算をされておりますが、教育を支える人

材並びに優秀な人材の確保が大きな課題となってお

ります。 

 昨年行われました、教師が文部科学省に生の声を

伝えるハッシュタグ教師からのバトンでは、「長時

間労働で鬱病になりました」「教師はブラック企業」

「残業100時間なんて当たり前」「辞めたい。でも、

子どもたちを思いうと頑張らざるを得ない」などの

投稿がありまして、改めて大変な仕事だと思った次

第です。 

 昨年から始まった１人１台パソコンのＧＩＧＡス

クール構想や、コロナ対策での新たな仕事が増える

などますます先生方は忙しくなる一方ですが、平成

28年度から本年度までの第３期教育振興基本計画で

は、「教師は教科の指導や生徒指導、部活動など負

担も大きいことから、業務の役割分担、適正化を図

っていくことが必要である」とうたってありまして、

教員の働き方改革が重点施策となっております。 

 教職員が置かれた現状をどのように認識されてお

られるのか、本市の現状を含めて見解を伺います。 

○教育長（相良一洋君） 教職員の労働環境に関す

る現状についてでございます。 

 現在、情報化やグローバル化、家族形態の変容、

価値観やライフスタイルの多様化、地域社会等々の

つながりの希薄化など、学校が抱える課題が複雑化、

多様化しております。 

 これに伴い、おのずと学校の役割は拡大せざるを

得ない状況となっており、学校現場では教職員の長

時間の勤務等が問題になっております。 

 学校種別に例を挙げますと、まず、小学校では学

級担任制であることから、一人の教職員が担当する

授業時数が多くなる傾向がございます。また、児童

の在校中に校務や授業準備を行う時間の確保が難し

い場合がございます。 

 次に、中学校では教科担任制であり、学校規模や

教科により担当する授業時数が異なりますが、生徒

指導や進路指導に関わる業務の負担が大きくなる傾

向にあります。また、部活動に関わる時間が長いこ

とから、授業準備の時間の確保が難しい状況にもご

ざいます。 

 さらに、現在のいじめや不登校等の生徒指導上の

問題、そして、子どもの貧困などの様々な課題や保

護者等への丁寧な対応が求められる、そのような事

案も増えてきております。学校、教職員だけで対応

することが質的にも量的にも難しくなっている現状

もございます。 

 教職員の労働環境に係るこれらの問題は全国的に

共通して見られる状況であると考え、本市におきま

しても同様の状況が言えると思います。 

○11番（中里純人君） 労働状況が改善されない限

り、企業への優秀な人材の流出というのは止まらな

いのではないかと思っております。 

 先ほど教員不足について述べましたが、産休や病

気の休職者の補充員が不足していることや、学級担

任が決まらずに、校長や教頭が穴埋めしている学校

があるということです。 

 鹿児島県における教員不足が生じている学校の割

合は、小学校が3.4％、中学校は4.2％のようでござ

いますが、本市においてもそのような実態があるの

かどうか、伺います。 

○学校教育課長（藏薗孝一君） 育児休業や病気休

暇等に伴う代替教員の配置等の状況についてでござ

います。 

 県教育委員会が配置する代替教員につきましては、

年度当初から計画的に配置される欠員補充教員とは

異なり、年度途中でその都度、必要に応じて配置さ
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れるものであるということが多いことから、その確

保については難しい面があり、申請をしても必ず配

置されるものではないという現状があります。 

 本市においては、現在、小学校３校、中学校２校

の計５校において、６人の教職員が育児休業等を取

得しております。これに伴い、５校中４校に対して

５人の代替教員が配置されておりますが、１校につ

いては代替教員がまだ配置されていないという状況

があります。 

 代替教員が配置されていない学校においては、休

業に入っている教職員の授業をほかの教職員間で分

担して実施するなどの対応を取っているところです

が、やはりその分の教職員への負担は大きくなって

いるようであります。 

 なお、学級担任が決まらず管理職が穴埋めをして

いるという状態の学校はございません。 

 代替教員の配置は決して容易なものではありませ

んが、今後もその必要が生じた場合には県への配置

申請を確実に行い、円滑な学校運営がなされるよう

に努めてまいりたいと思います。 

○11番（中里純人君） 私は平成30年の３月議会で、

教職員の多忙化で授業の準備ができなくて、児童生

徒に影響があるのではないかと、実態と対策につい

て質問しました。 

 過労死ラインと言われる80時間の勤務超過は、平

成30年の答弁では中学校８人、教頭６人でしたが、

改善されているのか伺います。 

 また、文部科学省も35人学級や小学校の教科担任

制、教員免許制度の見直しなど働き方改革を進める

方向でありますが、先生方が授業準備にかける時間

を確保するために、本市として特に取り組んでおら

れる特徴的なことがあるのか伺います。 

 また、学校や先生方からはどのような要望とか意

見があるのか伺います。 

○学校教育課長（藏薗孝一君） 超過勤務の状況と、

働き方改革のための取組及び業務改善に関する教職

員の意識等について答弁いたします。 

 まず、超過勤務の状況についてですが、直近の11

月から１月の３か月間における出退勤記録を基に、

月80時間を超えた教職員の人数をお知らせします。 

 11月は、小学校教諭が１人、中学校教諭が３人、

小学校教頭が１人、中学校教頭が１人の計６人であ

りました。 

 12月は、中学校教諭が１人、中学校教頭が２人の

計３人、１月は、中学校教頭が１人という状況でご

ざいます。 

 次に、本市における働き方改革のための取組につ

いてお答えします。 

 まず、市教育委員会の取組としては、昨年度策定

いたしました勤務時間の上限に係る規則と指針に基

づき、各学校長に教職員の適正な勤務時間管理につ

いての指導を行っております。 

 また、今年度はタイムカード機能つきの出退勤シ

ステムを導入し、より正確な勤務時間の把握と指導

の徹底を図っております。 

 さらに、夏季休業中に学校閉庁日を設定し、積極

的な年次有給休暇の取得等を推進しております。 

 次に、各学校においてですが、学校行事の精選や

各種会議の削減、統合等により、校務処理や授業準

備等の時間、子どもたちと向き合う時間を生み出す

ように努めるとともに、校内ＬＡＮを活用してデー

タの一元化を行い、教材や資料作成の効率化、情報

の共有化を図るなどの取組を行っています。 

 また、出退勤システムの活用や定時退庁日、部活

動の休養日の設定等を通して、適正な勤務時間管理

に努めております。 

 最後に、業務改善に係る教職員の意識についてで

す。 

 県教育委員会が実施した学校における業務改善ア

クションプラン令和３年度第１回フォローアップ調

査、これは10月に実施いたしましたが、それにより

ますと、本市の小中学校の教職員の主な実態として、

次のようなことが挙げられます。 

 業務改善に対する取組状況として、「積極的に取

り組んでいる」と回答した教職員が14.3％、「おお

むね取り組んでいる」と回答した教職員が73％、こ

れらを合わせると87.3％と、８割以上の教職員が業

務改善に取り組んでいると回答しております。 

 しかし、一方で、「業務改善が進んでいると実感

しているか」という問いに関しては、本市の教職員
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の割合は、「十分感じている」と答えた職員が

8.2％、「おおむね感じている」が59.2％であり、

これらを合わせると67.4％と７割に満たない状況も

あり、まだまだ改善の余地があると捉えております。 

 教職員から出される主な意見としては、やはり授

業の準備や子どもとしっかり向き合うための時間確

保が課題であるというものが多いようであります。 

 このような実態を踏まえ、市教育委員会としまし

ては、今後も引き続き、教職員の適正な勤務時間管

理や各学校に設置しております安全衛生推進委員会

の機能化、職員からの様々なアイデアを活かしたボ

トムアップの取組等を通した、より積極的な業務改

善の推進に取り組んでまいります。 

○11番（中里純人君） 私は前回の質問で、教師業

務アシスタントの採用について質問しました。答弁

は、「国や県の動向を注視したい」とありました。 

 来年度の鹿児島県の予算で、教員が教材の研究や

指導に力を注げる環境づくりのために授業準備を補

助する教員業務支援員を配置するようです。 

 児童生徒や教員が一定数以上の１校で１人となっ

ておりますが、本市で該当する学校はあるのかどう

か、伺います。 

○学校教育課長（藏薗孝一君） 県の教員業務支援、

スクールサポートスタッフ配置事業についてであり

ます。 

 これは県が令和４年度から実施する事業で、学校

教育活動の充実と働き方改革の推進を目的として、

児童生徒への指導や教材研究等の教員業務の支援を

行う教員業務支援員を配置するというものです。 

 ただし、配置には26学級以上の規模があることと

いう条件があります。 

 残念ながら、本市の小中学校にはこの条件を満た

す学校がないため、該当する学校がございません。 

○11番（中里純人君） この質問の最後になります。 

 教職員が置かれている現状を改善するには一地方

自治体の教育行政ではなかなか難しい面があります

が、教育長は国や県に対しまして、教師への希望者

が増えたり生きがいを持って教師という仕事に向き

合えるようになるために、どのようなことを要望し

ていかなければならないとお考えですか。伺います。 

○教育長（相良一洋君） 教職員が置かれている現

状の改善のために、国や県に対して要望していくべ

きことについてであります。 

 学校における業務改善の意義は、効率のよい業務

運営等により教職員の負担を軽減し、授業の準備や

子どもたちとしっかり向き合うための時間を確保す

ることにより、教育の質を向上させることにござい

ます。 

 市教育委員会としてはこのことを重視し、国や県

に対しては教職員がより働きやすい環境整備に向け

ての事業の展開を期待しているところでございます。 

 当然ながら国や県の財源にも限りがありますが、

例えば、小学校における専科指導教員や中学校にお

ける部活動指導員、指導法工夫改善加配教員の配置

等の人的支援が得られることにより、学校教育のさ

らなる充実が図れると考えます。 

 また、円滑な学校運営のためには、教職員の育児

休業等に伴う代替教員については確実に配置がなさ

れるよう、今後も引き続き要望してまいりたいと考

えます。 

 市教育委員会としては、今後も教職員の働き方改

革に係る国の動向を注視するとともに、県教育委員

会との連携を図りながら、教育の質の向上を目指し

て学校における業務改善の推進に尽力してまいりま

す。 

○11番（中里純人君） 次に、ＩＣＴ教育について

であります。 

 市長マニフェストに挙げられましたＩＴ教育の推

進、英語教育、次世代を見据えた教育環境の整備の

項目の中で、「タブレット端末の活用やインターネ

ット教材配信などの質の高い教育を進める」と挙げ

られております。 

 そこで、以下数点質問します。 

 小中学生に１人１台タブレットが配置されました

が、山梨県の小中学校の校長会が行った小中学校で

のタブレット利用のアンケート調査結果を新聞で見

ました。それによりますと、週に数回が33.8％、月

に数回が32.1％、全く使っていないが15.4％のよう

です。 

 本市では、タブレットを使った授業は１週間に何
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時間、どのような教科でどのように使われているの

か、伺います。 

○教育長（相良一洋君） タブレット端末を使った

授業についてであります。 

 具体的な使用時間等については、学年や担任、教

科単元や活用場面により使用状況が異なっておりま

すので、週当たりの使用時間について明確に言及す

ることはできません。 

 全ての小学校において、タブレット端末の活用が

推進されてきております。国語や英語では録画機能

を活用してスピーチ技能を高めたり、各課程を記録

して、よりよい文章作成に役立てたりしています。

算数、数学では表やグラフの作成、理科や体育では

動画、写真等で記録、社会や総合的な学習の時間等

の調べ学習では検索機能の活用、音楽では曲の鑑賞

やリズムづくりなど、活用方法は多岐にわたってお

ります。また、各教科の教科書に掲載されているＱ

Ｒコードを読み取ることで表示される動画や音声な

ども活用されております。 

 タブレット端末を活用すること自体が目的化とし

てしまわないように十分に留意をして、児童生徒の

学びを充実させるためのツールとして、有効な活用

を今後も推進してまいります。 

○11番（中里純人君） 川上小学校では、昨年12月

の南日本小学生プログラミング大会におきまして、

５年生の児童が特別賞、学校が団体賞を受賞される

など、先生方の指導の下、すばらしい取組がなされ

ておりますが、一方では、学習指導の方法が困難に

感じていらっしゃる先生もいらっしゃると思います。 

 先ほど紹介しました山梨県のアンケート調査では、

先生方の課題で最も多かったのが、自分のスキル向

上が66.4％、次が、支援員などの人的サポートが

43.7％となっております。 

 タブレット利用で学校間の格差は生じていないの

か、実態はどうか、伺います。 

○教育長（相良一洋君） 学校間の格差についてで

あります。 

 本年の１月に、小学５年生と中学校１、２年生を

対象に実施された鹿児島学習定着度調査の児童生徒

質問肢の本市の結果から、タブレットやパソコン等

の活用については、「よくしている」「どちらかと

いえばよくしている」と回答した児童生徒の割合を

比較すると、学校間で差が生じていることが明らか

になりました。 

 学校規模によって回答した対象児童生徒数が異な

りますが、小学５年生では、最も高い学校は90％、

最も低い学校は33.3％でした。中学１年生では

57.4％と11.2％、中学２年生では60.0％と30.2％と

いう結果でありました。 

 活用があまり図られていない学校に対しては、先

進的な取組を行っている学校の例を示すなど、具体

的な活用の促進に向けて継続的に指導しているとこ

ろでございます。 

○11番（中里純人君） 今の調査結果を見ましても、

学校間の格差は生じているということでございます。 

 年３回のＩＣＴスキル向上研修会等、希望する先

生方の研究会を行っておられるようですが、これで

サポートの体制は十分なのか、外部からの支援体制

などを図っていく必要はないのか、伺います。 

○教育長（相良一洋君） 外部からの支援体制につ

いてであります。 

 本市では、本年度、教職員のＩＣＴスキルの向上

を図るために、株式会社ＬｏｉＬｏ、ジャストシス

テム、Ｇｏｏｇｌｅなどから外部講師を招聘し、市

ＩＣＴスキル向上研修会を年３回実施しました。 

 また、希望する教職員を対象とした研修や、放課

後等にオンラインで開催する外部研修会についての

周知等も行っております。 

 タブレット端末を活用した授業支援等については、

各学校へＩＣＴ支援員を月１回派遣し、学校のニー

ズに即した対応を行っております。 

 また、ソフトウエアの活用については、定期的に

外部の専門業者等と教員のＩＣＴスキル向上のため

の情報交換を行い、各学校への情報提供等も行って

まいりました。 

 今後も外部からの支援体制のさらなる充実を図り、

教職員のＩＣＴスキルの向上に努めてまいります。 

○11番（中里純人君） 文部科学省では、ＧＩＧＡ

スクール構想で１人１台パソコンの整備を終えて、

教科書が改定する2024年にデジタル教科書の導入を
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検討しております。 

 市長がマニフェストに挙げられましたように、質

の高い教育のために、ＩＣＴ教育支援のための指導

者用の教材や民間のデジタルドリルの導入など進ん

でいるのか、伺います。 

○教育長（相良一洋君） ＩＣＴ教育支援について

であります。 

 指導者用の教材としましては、小学校５、６年生

及び中学校１年生から３年生の外国語科の教師用デ

ジタル教科書を配備しております。 

 児童生徒向け学習授業支援ソフトとしまして、小

学校には国語、社会、算数、理科、外国語の合計５

教科に対応した小学生向けドリル学習ソフトを導入

しております。中学校には、タブレット端末を活用

した各教科における共同学習や、技術科におけるプ

ログラミング学習など、生徒の学び方や教師の教え

方をサポートする授業支援ソフトを導入していると

ころであります。 

 なお、令和４年度については、中学校向けドリル

学習ソフトも導入する予定であります。 

○11番（中里純人君） 次に、タブレットの持ち帰

りについてですが、これは先ほど同僚議員の質問に

ありました。セキュリティ対策は２月に作成された

ということでしたが、保護者との破損とか故障など

の確認事項等を含めたすぐに活用できる準備はでき

ているのか、その１点、伺います。 

○教育長（相良一洋君） まず、このことについて

はしっかり学校の校長、教頭等にも下ろし、職員と

の共通理解を図りながら要綱をつくってまいりまし

たので、各家庭の保護者にも周知をして、いろんな

ルール、決まり等も下ろしながら活用できるように

整備をしてまいりたいと考えております。 

○11番（中里純人君） 次に、タブレットの活用事

例でございますが、不登校の児童生徒へのタブレッ

トでのリモート授業を行っている自治体もあるよう

です。 

 やむを得ず登校できない児童生徒に、寝屋川市で

は、授業する教師の前にタブレット端末を設置しま

して、授業の様子を撮影して、オンラインビデオ通

話システムＳｋｙｐｅで配信します。そして、その

欠席した児童生徒はタブレットやスマートフォンで

受信するわけですが、これは双方向ではなくて、一

方通行の配信です。先生方は、新しい設備や機材も

必要なくて、タブレットを操作するだけで特に負担

はないということです。 

 クラスの皆さんと同じ授業を受けることで学ぶこ

とを保障できるのではないかと思いますが、検討し

ていかがかと思います。伺います。 

○教育長（相良一洋君） リモート授業の実施につ

いてであります。 

 寝屋川市では、コロナ禍における市立小中学校の

対応として、選択登校制を実施しております。選択

登校制として、保護者の判断により自宅での学習を

選択されている家庭に対し、個別のＵＲＬにより、

希望者のみが視聴できる授業のライブ配信を行って

いるようであります。 

 市教育委員会としましては、今後、授業のライブ

配信を含め、よりよいタブレット端末の活用につい

て各学校への周知を図り、学校の実情に応じて取り

入れていくよう、管理職研修会等で指導してまいり

ます。 

○11番（中里純人君） せっかくタブレットが１人

１台と整備されたのですから、できるだけそのよう

な形で活用を進めていっていただきたいと思います。 

 最後になりますが、タブレット等の長時間の使用

で視力の低下とか、イヤホンの使用で難聴、肥満の

増加、運動不足による体力の低下などが指摘されて

おりますが、学校としてはどのような対策をされて

いるのか、伺います。 

○教育長（相良一洋君） タブレット等の長時間使

用への対応についてであります。 

 学校において、児童生徒は、学級活動や保健体育

などで、タブレット等の長時間使用による健康被害

や予防対策等について学習をしております。また、

外部講師を招聘した情報モラル講演会等を通して、

情報機器との正しい付き合い方について学ぶ機会を

設定している学校もございます。 

 市教育委員会としましては、いちき串木野市青少

年健全育成市民会議運動方針の重点目標の一つとし

て、「メディア、ネットを安全で適切に利用しよう」



 
- 48 - 

を令和元年度に設定し、「情報モラル教育と家庭ル

ールの展開、長時間利用を防ぐ」を掲げ、夜９時以

降のノーメディア運動に取り組んでおります。 

 なお、２月の市校外生活指導連絡協議会では、Ｎ

ＰＯ法人ネットポリス鹿児島公認インストラクター

を講師として招聘し、「健康被害とメディアの危険

な関係」というテーマでオンラインによる講演会を

開催しました。 

 今後、持ち帰りの本格的な運用に向けて、持ち帰

り時のタブレット端末活用の決まり等も配布し、児

童生徒に対し、安心・安全に利用するためのルール

などを指導するとともに、保護者からも理解と協力

を得られるように努めてまいります。 

○11番（中里純人君） アメリカの研究では、デジ

タルメディアの頻繁な使用で10代の若者などにＡＤ

ＨＤの症状が発生する可能性が２倍以上になってい

るという報告があります。健康へ悪影響を与えるこ

とから、デジタルデトックスとして、デジタル機器

の使用を自発的に控えることで症状の改善を行う取

組も進んでおります。 

 学校におきましては、引き続き家庭と連携を取っ

て、取り組んでいただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（濵田 尚君） 以上で本日の日程は終了し

ました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（濵田 尚君） 本日はこれで散会します。 

         散会 午後２時15分 

 


